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表 4.2 グランドのトルク試験 

試験棒の直径 力 N 

mm 金属グランド 成形品のグランド 

14以下 25 15 
14を超え 20以下 30 20 
20を超えるもの 40 30 

4.13 機械的強度  

4.13.1 照明器具は，通常使用で起こり得る手荒な扱いに耐えるよう，b）の試験で a）の 1）～4）までの性

能を維持し，かつ，安全性を損なうような損傷があってはならない。 

合否は，目視検査で判定する。 

なお，付加絶縁，強化絶縁に疑義のあるときは，第 10章の耐電圧試験で確認しなければならない。 

仕上げの損傷，沿面又は空間距離が第 11章に規定する値未満に減少することのないような小さなくぼみ

及び感電，じんあい又は水気の侵入に対する保護に悪影響を与えないような小さなきずは，無視する。 

a) 判定 

1) 充電部は，人が触れるおそれがあってはならない。 

2) 絶縁ライニング及び隔壁の効果が損なわれてはならない。 

3) 供試品は，所定のじんあい，固形物又は水気の侵入に対する保護等級を維持しなければならない。 

4) 外部カバー又は絶縁ライニングを破損させることなく，着脱が可能でなければならない。 

b) 試験は，JIS C 60068-2-75に規定する衝撃試験装置，又はこれと同等な結果が得られる装置を用いて

表 4.3に示す試験を行う。 

備考 異なった方法で得られる同等の衝撃エネルギーが，必ずしも同じ結果になるとは限らない。 

1) 試験装置のハンマのスプリングは，圧縮長（mm）とスプリング力（N）との積が，圧縮長が約 20 mm

のとき 1 000になるように調節する。 

2) 衝撃は，最も弱いと思われる部分で，壊れやすい部分は 1回，その他の部分は 3回とする。 

3) 供試品は，通常の使用状態で堅い木の板に設置する。このとき電源孔及びノックアウト孔は，開放

する。 

試験に際して，カバー固定用のねじ類は，表 4.1に規定した値の 2/3のトルクで締め付ける。 

なお，感電及び紫外の保護，じんあい・固形物・水気の侵入保護，又はランプの保護を目的としない透

光性カバーは，試験を要しない。 
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表 4.3 衝撃エネルギー及びスプリング圧縮長 

衝撃エネルギー N･m スプリング圧縮 mm 照明器具の種類 

壊れやすい
部分   

他の部分 壊れやすい
部分    

他の部分 

埋込み形照明器具，一般定着灯器具
壁面取付用移動灯器具 

0.2  0.35 13 17 

床及び机上用移動灯器具， 
撮影用照明器具 

0.35 0.5  17 20 

投光器，道路及び街路用照明器具，
水中用照明器具，可搬形庭園灯器
具，幼児し（嗜）好照明器具 

0.5  
（0.35） 

0.7  
（0.35） 

20 
（17） 

24 
（17） 

ラフサービス照明器具， 
ハンドランプ， 
ライティングチェーン 

他に定める試験方法による。 

備考1. 照明器具の外形から突き出ているソケット及びその他の部分は，試験をする。 
通常，ランプで覆われているソケットの前面は，試験しない。 

2. 壊れやすい部分とは，じんあい，固形物，又は水気の侵入を防いでいるガラスグローブ
及び透光性カバー，セラミック部分，外郭から突き出た 26 mm未満の小突起部分，又
は表面積が 4 cm2以下の突起部分をいう。 

3. 4.21の保護シールドは壊れやすい部分とみなす。 
4. この規格の発効後 2年間は，括弧内の値を適用することができる。 

4.13.2 充電部を覆う金属は，4.13.3～4.13.5の試験に耐える強度でなければならない。 

4.13.3 充電部を覆う金属は，JIS C 0920に規定した標準試験指と同じ寸法のまっすぐで関節のない試験指

を，30 Nの力で押し付けたとき，金属部は，充電部に接触してはならない。また，試験後カバーは，過度

の変形がなく，照明器具は，第 11章の要求事項に適合しなければならない。 

4.13.4 ラフサービス照明器具 ラフサービス照明器具及び器具を取り付けるスタンドとの固定部分は，次

の a）及び b）を満足しなければならない。 

a) ラフサービス照明器具は，固形物及び水気の侵入に対する保護等級が IP54以上であり，クラス 0の構

造であってはならない。 

合否は，目視検査及び 9.2.0の試験で判定する。 

b) ラフサービス照明器具及び器具を取り付けるスタンドとの固定部分は，次の 1）～4）の試験に耐え，

器具は，通常の使用状態で転倒してはならない。 

1) ラフサービス定着灯器具及びラフサービス可搬形器具（手持ち式ではないもの）の場合 

1.2）の試験で，1.1）の安全性を維持しなければならない。 

1.1) 照明器具は，安全性を損なったり，事後の使用に支障のあるような損傷があってはならない。ま

た，ランプを保護する部品は緩んではならない。 

備考 これらの部品は，変形しても構わない。保護ガラスや透光性カバー以外でランプの破損を

保護する構造であれば，これらの破損は無視してよい。 

1.2) 試験は，次による。 

1.2.1) 供試品は各 3台とする。 

1.2.2) ランプを取り除いた供試品を通常の使用状態で堅い支持面に固定し，通常露出する最も弱いと思

われる点に 3回の衝撃を加える。 

1.2.3) 衝撃エネルギーは，6.5 N･mとする。 
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備考 図 21に示す直径 50 mm，質量 0.51 kgの鋼球を 1.3 mの高さから落下させることで，衝撃

エネルギー6.5 N･mを得ることができる。 

1.2.4) 屋外用供試品は，試験前に 3時間（－5±2）℃に冷却放置し，同一雰囲気内で衝撃試験を行う。 

2) 手持ち式のラフサービス照明器具の場合 

次の試験で，4.13.4の b）1.1）の安全性を維持しなければならない。 

照明器具を 1 mの高さからコンクリートの床に 4回落下させる。落下は，4回とも異なった水平

な位置，すなわち，照明器具の水平軸を中心に，落下ごとに 90°回転させて行う。この試験で，ラ

ンプは外すが，保護ガラスは外さない。 

3) スタンド付きの器具の場合 

次の 3.1）～3.3）の性能を満足しなければならない。また，いずれの試験もランプは，外した状態

で行う。 

3.1) 垂直から 6°傾けたとき，転倒してはならない。 

3.2) さらに，15°まで傾けた際に，転倒時の衝撃に耐えなければならない。もし器具が，垂直から 15°

傾ける間に転倒した場合，器具の状態を実際の転倒で可能な範囲で，器具が最も厳しい状態で横

倒しにし，12.5.1の異常試験を行ったとき，これに耐えなければならない。 

3.3) スタンドとの固定部分は，最も厳しい方向で，器具の質量の 4倍の力に耐えなければならない。 

4) スタンドに設置できる仮設用の器具の場合 

次の 4.1）～4.3）の試験を行ったとき，安全性を損なうような損傷があってはならない。いずれの

試験もランプは，外した状態で行う。 

4.1) 器具をコンクリート又はれんがの壁面に沿わせ，取扱説明書に示すスタンド長さに合わせたアル

ミニウムの棒につり下げる。 

4.2) 次に，棒が水平になるまで持ち上げて，その位置から手放して壁にぶつける。 

4.3) 試験は，4回行い，この衝撃に耐えなければならない。 

4.13.5 （使用していない。） 

4.13.6 電源用コンセントに直接設置できる差込みプラグ付きの安定器又は変圧器及び差込みプラグ付き

の照明器具は，a）の試験で，この規格が規定する範囲で損傷があってはならない。ただし，感電保護が損

なわない限り，次の 1）～3）の現象は，無視する。 

1) 供試品が作動しない。ガラス球の破損。 

2) 供試品からの欠落した小さな破片。 

3) 第 11 章に示す沿面距離及び絶縁空間距離は値を下回らない栓刃の変形，表面の損傷及び小さなく

ぼみ。 

a) 図 25に示す回転バレル装置に入れ，5回／分で回転させ，1分間に 10回の落下が起きるようにする。

供試品は，厚さ 3 mmの鋼板上に，高さ 50 cmのところから，表 4.3Aに示す回数だけ落下させて判定

する。 

表 4.3A 落下回数 

供試品の質量 落下回数 
250 g以下 50回 
250 gを超えるもの 25回 

4.14 つり具及び調節装置  

4.14.1 機械的なつり具の強度は，適切な安全係数をもたなければならない。 
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合否は，次の試験で判定する。 

a) すべてのつり下げ照明器具は，次の試験で，つり下げ機構部分に，目に見える変形があってはならな

い。 

試験 照明器具は，正規の取付け状態で，ランプを含めた照明器具の質量の 4倍の静荷重を荷重方向

に照明器具に均等に 1時間加えた後，つり下げ機構部分の変形の有無を調べる。シーリングローゼッ

トを使用した照明器具は，照明器具の質量の 4 倍の荷重がシーリングローゼットに加わるようにす

る。 

なお，直付け・つり下げ両用照明器具の場合は，各々について試験する。また，長さ調節可能式の

つり具では，つり具及びケーブルを完全に伸ばしきった状態で試験する。 

b) 固定式つり下げ照明器具は，次の試験で，いずれの方向にも 1回転以上回転してはならない。 

試験 照明器具は，正規の取付け状態で，照明器具に 2.5 N･mのトルクを，最初は時計方向に，次に

反時計方向にそれぞれ 1分間加えて，照明器具の回転の変位を調べる。 

c) 固定式つり下げブラケット照明器具は，次の試験で，安全性を損なうような照明器具の恒久的な位置

ずれ及び変形があってはならない。 

試験 正規の取付け状態で，照明器具を取り付ける腕木の先端部に，すべての方向に次に示す曲げモ

ーメントを 1分間加えた後，目視検査で判定する。 

1) 過酷な使い方をする照明器具（作業場用など）は，40 N。 

ただし，曲げモーメントが 2.5 N･mに満たないときは，2.5 N･mになる曲げモーメントで試験す

る。 

2) 普通の使い方をする照明器具（住宅用など）は，10 N。 

ただし，曲げモーメントが 1.0 N･mに満たないときは，1.0 N･mになる曲げモーメントで試験す

る。 

d) ライティングダクト用照明器具の質量は，ライティングダクト製造業者の推奨する照明器具のつり下

げ装置（プラグ）の最大荷重値を超えてはならない。 

e) クリップ取付式照明器具の取付け保持力は，1）の試験で照明器具の移動及び脱落があってはならな

い。また，2）の試験方法では照明器具の脱落及び自重による回転があってはならない。ただし，“管

状物への取り付け不可”の旨の表示のある照明器具は，2）の試験は，適用しない。 

1) ガラス棚に対する保持力試験方法 

クリップを次に示す 2種類の試験用の棚に取り付け，クリップに対して最も不利な方向へコード

に 20 Nの力を静かに加えて 1分間保ち，その保持力を調べる。試験用の棚は，表面が板ガラス製で，

一つは厚さ 10 mmのもの，もう一つはクリップが取り付けできる最大の厚さとする。ただし，試験

用の棚の最大厚さは 10 mmの整数倍でなければならない。 

なお，試験用の棚は，表面が板ガラス製であるなら，中間の層は木製でもよい。 

2) 金属棒に対する保持力試験方法 

クリップは，直径 20 mmの研磨されたクロムめっき製の試験用の金属棒に取り付け，照明器具の

自重による回転の有無を調べる。さらに，クリップに対して最も不利な方向へコードに 20 Nの力を

静かに加えて 1分間保ち，クリップの保持力を調べる。 

取付部（孔，引掛け金具など）をもたない固定形照明器具又は別置き形安定器の安全な取付けと使用の

ためのガイドや方法を，製造業者が提供するならば（3.3参照），この機器は規格の要求事項に適合してい

るとみなす。 
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4.14.2 可とうケーブル又はコードなどでつり下げる照明器具  

a) 可とうケーブル，又はコードでつり下げる照明器具の総質量は 5 kg以下で，かつ，可とうケーブル又

はコードの導体にかかる張力は，15 N/mm2以下でなければならない。 

b) 補強心のない丸打ちコード又は袋打ちコードを使用する場合は，照明器具の総質量は 3 kg以下でなけ

ればならない。 

c) 照明器具の総質量が 5 kgを超える場合は，照明器具及び可とうケーブル又はコードの導体に照明器具

の総質量がかからないようにしなければならない。 

備考 この要求事項は，ケーブル及びコードに適切な補強心を設けることで適合させることができる。 

d) ランプソケットに直接接続する準照明器具の質量及びランプソケットの取付装置に加わる曲げモーメ

ントは，表 4.4の値を超えてはならない。 

この表における曲げモーメントの測定は，準照明器具をランプソケットにしっかりと接続した状態で試

験する。 

合否は，目視検査並びに測定及び計算による。 

表 4.4 準照明器具に対する試験 

照明器具 ランプソケット 

最大質量 
kg 

最大曲げモーメント 
N･m 

E14，E17，B15 1.8 0.9 

E26，B22 2.0 1.8 

備考1. E26の値は，ランプソケットの規格が決定するまでは適用しな
い。 

2. この値は，安全に余裕をもたせるため，ランプソケットが通常
試験する値よりも低い値である。 

4.14.3 調節装置（継ぎ手，昇降装置，調節式腕木，伸縮自在管など） 調節装置は，a）の方法で試験し

たとき，コード又はケーブルは，操作中に圧縮，締付け又は破損されず，かつ，360°以上電線に沿っての

ねじれがないような構造でなければならない。また，素線の断線率は 50 ％以下で，コード又はケーブル

の絶縁物に重大な破損があってはならない。コード又はケーブルは，第 10章の絶縁抵抗試験及び耐電圧試

験を行い，これに耐えなければならない。 

備考 照明器具に二つ以上の継手がある場合，それらの継手が非常に接近していない限り，360°の制

限値は各々の継手に適用する。ただし，適否は，個々にその実態を考慮して判定する。 

a) コード又はケーブルをもつ調節装置は，表 4.5 によって動作させる。動作の 1 サイクルは，一端から

他の端まで動かし，更に出発点に戻るまでの動作をいう。 

動かす速さは，装置が検出できるような熱を発生させず，かつ，1時間に 600サイクル以下で行う。 

電気的・機械的接続機構をもっている場合は，この試験は 4.11.6の試験と同時に行う。 

締付け装置が調節できるボール継手，又は類似の継手では，過度の摩擦を避けるため，軽く締め付ける

だけで試験する。必要なら試験中にその部分を再調節してもよい。 

この試験で，可とう管からできている調節装置の調節範囲は，通常は垂直から両方向に 135°とする。

ただし，過度の力を加えないと，この調節範囲が得られない場合には，通常の使用で最大に曲がる範囲で

試験を行う。 
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表 4.5 調節装置の試験 

照明器具のタイプ 動作サイクル数
しばしば調節する照明器具 
例：製図用照明器具 

1 500 

時々調節する照明器具 
例：ショーウインドスポットライト， 
可とう管を使用した器具 

150 

設置時だけ調節する照明器具 
例：投光器 

45 

4.14.4 伸縮自在管は，次の構造でなければならない。 

a) 伸縮自在管を貫通するコード又はケーブルは，外側の管に固定してはならない。 

b) 端子部の導体には，張力が加わらないような手段を講じなければならない。 

合否は，目視検査で判定する。 

4.14.5 可とうコード用の案内プーリは，次の構造とする。 

a) 可とうコード用の案内プーリは，極端な曲げによってコードを損傷しないような寸法でなければなら

ない。 

b) 案内プーリの溝は，丸みがあり，溝の底でのプーリの直径は，コードの直径の少なくとも 3倍でなけ

ればならない。 

c) 人の触れるおそれのある金属製案内プーリは，保護接地を施さなければならない。 

合否は，目視検査で判定する。 

4.14.6 差込みプラグ付き安定器又は変圧器，及び差込みプラグ付き照明器具は，電源コンセントに取り

付けたとき，コンセントに過度の力が加わってはならない。 

合否は，a）の試験で判定する。 

a) 試験に用いるコンセントには，各刃受けの中心線を通る水平軸上で，コンセントの接合面から後方 8 

mmのところにピボットヒンジを設け，そこには供試品の差込みプラグを通常の使用状態で挿入する。 

次に，供試品の質量で傾いた接合面が垂直になるようにコンセントにトルクを加えたときその値は

0.25 N･m以下でなければならない。また，これらの供試品に調節機構がある場合は，調節時に必要な

トルクを含めて，その値は 0.5 N･m以下でなければならない。 

試験に用いるコンセントに保護接地極があり，刃受けの覆いが保護接地ピンの挿入で開かないとき

は，コンセントから保護接地極を取り除かなければならない。 

4.15 可炎性材料  

4.15.1 可炎性材料は，次によらなければならない。ただし，照明器具内に使用する配線止め，樹脂含浸の

紙の部分のような小部品には適用しない。 

a) 絶縁機能をもたず，13.3.2の 650 ℃グローワイヤ試験に耐えないカバー，セードなどの可炎性材料の

部分は，その着火温度に上昇する可能性がある照明器具の発熱部から十分に離さなければならない。 

可炎性材料でできているこれらの部分は，この離隔距離を維持するため，適切な締付け又は支持装

置をもっていなければならない。 

可炎性材料は，発熱部から少なくとも 3 mm離れた遮熱板で保護していなければならない。そうで

ない場合，発熱部からの離隔距離は，少なくとも 30 mmでなければならない。 

この遮熱板は，13.3.1 のニードルフレーム試験に適合し，かつ，孔がなく，また，発熱部よりも大

きな寸法でなければならない。 
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照明器具が，燃焼する落下物に対して有効な隔壁を備える場合は，遮熱板は不要である。 

備考 この項の要求事項を，図 4に示す。 

b) セルロイドのような激しく燃える材料は，使用してはならない。 

c) 異常動作で動作電流が通常状態の 10 ％以上を超えない場合は，電子回路からの離隔距離は必要ない。 

d) カバー，セードと同様の部分の過熱に対する保護のための，温度感知制御素子を組み込む照明器具の

場合は，離隔距離は必要ない。 

この項の要求事項は，IEC61558-2の関連する章又は IEC 60989に適合する IP20以上のケース入り

の変圧器には適用しない。 

合否は，目視検査，測定及び安定器又は変圧器の巻線を流れる電流を温度感知制御素子が動作する

まで，徐々に増加させる異常状態で照明器具を動作させることで判定する。 

この試験中及び試験後に，カバー，セード及び同様の部分は，着火してはならない。また，人の手

に触れるおそれのある部分が充電部になってはならない。充電部になるか否かは，附属書 Aに基づき

試験を行う。 

4.15.2 熱可塑性樹脂の材料で作られた照明器具は，通常の使用状態に取り付けられたとき，危険がないよ

うに安定器又は変圧器及び電子部品の故障状態で生じる温度上昇に耐えなければならない。 

この項は，次の a），b）又は c）のいずれかの方法で満たさなければならない。 

a) 構造的手段 

1) 故障状態の間，構成部品が所定の位置に保たれている。例えば，温度に影響しない支持物で支えな

ければならない。 

2) 人が触れる照明器具の熱可塑性樹脂部分は，充電部が可触部分となるような過熱状態になってはい

けない。 

合否は，目視検査及び／又は 12.7.1の試験で判定する。 

b) 温度感知制御素子の使用 

安定器又は変圧器及び電子装置の取付部並びに照明器具の露出する部品に，安全な温度に制限する

温度感知制御素子を使用する。 

温度感知制御素子は，自動復帰形熱的保護装置，手動復帰形熱的保護装置又は温度ヒューズ（1 回

だけ作動し，その後交換が必要となる熱的保護装置）のいずれかであればよい。 

合否は，12.7.2の試験で判定する。 

c) 照明器具に使う熱可塑性樹脂は，JIS C 8147-2-3，JIS C 8147-2-8又は JIS C 8147-2-9の規格に適合す

る保護装置付き安定器の許容する最高表面温度以上の耐熱温度をもつものでなければならない。 

合否は，12.7.2の試験で判定する。 

 

4.16    マーク及び   マーク付き照明器具    マーク及び   マーク付き照明器具は，部品の

故障で起こることのある過度の温度上昇で取付面を過熱させてはならない。 

この項の要求事項は，例えば IEC 61558-2-4，IEC 61558-2-6又は IEC 60989に適合した IP20以上の構造

の，ケース入り変圧器には適用しない。照明器具に内蔵する IEC 61558-2-4及び IEC 61558-2-6に適合した

シェーバ用の変圧器及び電源ユニットは，4.16.1 を適用する。電子式ランプ制御装置及びこれらの装置に

組み込まれる小さい巻線部品は，この節の要求事項から除かれる。 

a) ランプ点灯装置内蔵の照明器具は，4.16.1，4.16.2又は 4.16.3のいずれかの方法によらなければならな

い。 



39 
C 8105-1：2005  

 

b) ランプ点灯装置を内蔵していない照明器具は，第 12章に適合しなければならない。 

4.16.1 ランプ点灯装置は，次のいずれかで一定の距離以上取付面から離さなければならない。 

a) 10 mm（照明器具の外郭厚さを含む。）。ただし，ランプ点灯装置がある部分では，次の条件を満足し

なければならない。 

1) 照明器具の外郭の外側と照明器具取付面との離隔距離は最小 3 mm。 

2) ランプ点灯装置のケースと照明器具の外郭の内側との離隔距離は最小 3 mm。 

なお，ランプ点灯装置ケースがない場合は，10 mmの距離は充電部（例えば，ランプ点灯装置巻

線）から適用する。 

備考 ランプ制御装置の投影する範囲では，照明器具の外郭はランプ制御装置の充電部と取付面との

直線距離が 35 mm未満になることを防ぐために，実質的に連続していなければならない。それ

以外の場合は，b）の要求事項を適用する。 

b) 35 mm 

備考 35 mmの絶縁距離は，主としてランプ制御装置から取付面までの距離が 10 mmよりかなり大き

い場合の，あぶみ形取付金具付き照明器具を考慮したものである。 

a），b）両方の場合とも，照明器具が通常使用時のように取り付けたとき，自動的に必要な空間距離

が得られる構造でなければならない。 

合否は，目視検査及び測定で判定する。 

4.16.2 照明器具は，照明器具の取付面の温度を安全な値に制限するために，温度感知制御素子が次の要求

事項に従って組み込まれていなければならない。 

a) 温度感知制御素子は，ランプ点灯装置の外部にあってもよい。また，JIS C 8147-2-3，JIS C 8147-2-8

又は JIS C 8147-2-9の要求事項に適合する熱的に保護された安定器若しくはこれらと同等な熱的に保

護された変圧器の内部にあってもよい。 

b) 温度感知制御素子は，自動復帰形熱的保護装置，手動復帰形熱的保護装置又は温度ヒューズ（1 回だ

け作動し，その後交換が必要となる熱的保護装置）のいずれかであればよい。 

c) ランプ点灯装置の外部にある温度感知制御素子は，プラグイン式，又は容易に交換できるものを用い

てはならない。 

d) ランプ点灯装置の外部にある温度感知制御素子は，ランプ点灯装置に対して所定の位置に固定しなけ

ればならない。 

備考 温度感知制御素子をランプ点灯装置に固定するときは，接着剤で固定してはならない。 

合否は，目視検査及び 12.6.2の試験で判定する。 
JIS C 8147-2-3，JIS C 8147-2-8又は JIS C 8147-2-9の要求事項に従って   マーク付きの“クラス P”

の熱的保護されたランプ点灯装置若しくは 130 ℃以下を明示した   マーク付きの熱的保護されたラン

プ点灯装置を用いた照明器具は，試験することなしにこの項に適合するとみなす。 

熱的保護された安定器に関するマークがないか，130 ℃以上の値で表示しているランプ点灯装置を組み

込む照明器具は，4.16.1又は 4.16.3に適合しなければならない。 

4.16.3 照明器具が，4.16.1に適合せず，また，4.16.2に従った熱的保護装置を組み込まない場合には，12.6

の試験に適合しなければならない。 

備考1. この要求事項とその試験は，例えば，巻線の短絡又はケースに対する短絡によるランプ点灯

装置の故障中に，ランプ点灯装置の巻線が 15 分間以上にわたり 350 ℃を超えることがなく，

そのため取付面の温度が 15 分間以上にわたって 180 ℃を超えないであろう，という仮定に

… 
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基づいている。 

2.   マーク付き照明器具の説明は，附属書 Nによる。 

4.17 水抜き孔 防滴形，防雨形，防まつ形，噴流形及び暴噴流形照明器具は，もし照明器具内に水がた

（溜）まるならば，その水が効果的に（例えば一つ以上の水抜き孔で）排出できるように設計しなければ

ならない。また，防浸形照明器具は，水抜き孔があってはならない。 

合否は，目視検査及び第 9章の試験で判定する。 

備考 直付け形照明器具の取付面の水抜き孔は，例えば，背面から突起を出すなど，取付け表面から

5 mm以上の空間が確保されている場合にだけ有効なものとする。 

4.18 耐食性  

備考 この項及び附属書 Fの試験は，供試品が壊れるかもしれないので，0.4.2で別の供試品で行って

もよい。 

4.18.1 耐食性は，次によらなければならない。 

a) 防滴形，防雨形，防まつ形，暴噴流形，防浸形及び水中形照明器具の鉄製の部分は，b）の方法で試験

したとき，照明器具を不安全にさせるようなさびのないように，適切に保護されていなければならな

い。 

b) グリースは，試験対象部分からすべて取り除く。そしてその部分を 20 ℃±5 ℃の塩化アンモニウム

の 10 ％水溶液の中に 10分間浸す。すべてのしずくを振り落とし，乾燥させることなしに 20 ℃±5 ℃

の温度の飽和水蒸気の箱内に 10 分間放置する。そして 100 ℃±5 ℃の加熱槽内で 10 分間乾燥した

後，それらの表面にさびの兆候があってはならない。 

備考1. シャープエッジ上のさびの形跡及びこすることで取り除かれる黄色い薄膜は，この限りでな

い。 

2. 小さならせん状のばねなど及び人の手に触れない部分で，摩擦にさらされるものでは，グリ

ースを塗布していればさびの発生は十分防げるとみなす。そのような部分は，グリース膜の

有効性について疑義のある場合にだけ，グリースを事前に取り除くことなしに試験を行う。 

4.18.2 銅又は銅合金板からなる接触部及びその他の部分が，その故障で照明器具に不安全を生じるおそれ

のある場合は，応力腐食割れが生じないものでなければならない。 

合否は，他の試験を行わない供試品を用い，附属書 Fに規定する試験で判定する。 

4.18.3 防滴・防雨・防まつ・暴噴流・防浸及び水中形照明器具に用いる，アルミニウム及びアルミニウム

合金の部分は，その腐食で照明器具が不安全にならないような耐食性をもたなければならない。 

備考 耐食性に関するガイドは，附属書 Lに記載している。 

4.19 イグナイタ 照明器具に使用するイグナイタは，照明器具の中に組み込んだ安定器と電気的に適合

しなければならない。 

合否は，安定器，イグナイタなどの表示及び，目視検査で判定する。 

4.20 ラフサービス照明器具 －振動規定 

a) ラフサービス照明器具は，b）の方法で試験をしたとき，安全を損なうような部品の緩みがあってはな

らない。 

b) 器具は，通常の姿勢の中では最も厳しい状態で加振機にしっかりと固定する。 

振動の方向は最も厳しい方向にとり，次の条件で行う。 

試験時間：30分 
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振幅：0.35 mm 

試験周波数域：10 Hz～50 Hz～10 Hz 

周波数変化速度：約 1オクターブ／分（1分間で周波数が 2倍又は 1/2になる速さ） 

4.21 保護シールド（ハロゲン電球）  

4.21.1 外郭でランプ部を保護していないハロゲン電球を用いる照明器具は，次の場合を除き，保護シール

ドを備えていなければならない。 

a) JIS C 7551-3に規定するセルフシールドハロゲン電球（Kタイプ，Pタイプ又は Sタイプ）を使用す

る照明器具。 

b) 明らかに点灯時間が短いもの。例えば，非常時用照明専用器具。 

備考 保護シールドは，紫外放射の防止のために，高い紫外吸収係数をもつ材料を推奨する。 

4.21.2 電球室の部分は，電球の破裂による破片で安全を損なわないように設計しなければならない。 

4.21.3 保護シールドを付けた照明器具のすべての開放部分は，埋込み形照明器具の背面を含め，破裂した

ランプ片が直接照明器具から出てこないようになっていなければならない。 

4.21.4 4.21.1～4.21.3までの適否は，目視検査及び次の a），b）又は附属書 1及び c）で判定する。 

a) 保護シールドは，表 4.3 の壊れやすい部分としての衝撃エネルギーによる 4.13.1 の試験に合格しなけ

ればならない。 

b) 適合する最大電力のハロゲン電球を使用し，照明器具を温度が安定状態に到達するまで点灯する。そ

の後に，破裂させるのに必要な最小エネルギーの電気的過負荷でハロゲン電球を破裂させる。 

自在形照明器具は，ガラスの微細片が照明器具から飛び出るのに最も適する位置に調節しなければ

ならない。試験の間，JIS P 0001の 6228に規定する包装用ティシュを照明器具の下方 500 mmのとこ

ろに水平に広げる。また，照明器具が埋め込まれている場合は，つり下げた天井面の上に覆うように

広げる。 

このハロゲン電球の破裂後，照明器具及び保護シールドは，表面の損傷以上のものはあってはなら

ない。また，包装用ティシュは，放出したガラスの微細片に着火してはならない。 

照明器具の検査の後，新しいハロゲン電球が取り付けることができ，また，ハロゲン電球を取り付

けるために外した保護シールド及び部品類が再び取り付けることができなければならない。 

照明器具は，そのとき同じ状態で点灯しなければならない。そして，このハロゲン電球を前記と同

様に破壊させる。照明器具は，保護シールドの損傷のほかは，要求事項に適合した状態でなければな

らない。保護シールドの部分は，離散してはならない。 

c) 電球室の部分は，もしそれが絶縁材料であるならば，13.3.2 の耐炎，耐火性試験に合格しなければな

らない。 

備考1. この要求事項は，欠陥ランプや誤使用による危険を避ける目的である。保護シールドのない

既存の照明器具が，必ずしも危険を招くものではない。 

2. 外側から行う 4.13.1の衝撃試験は，ランプのガラス破片の衝撃より厳しいとみなされる。そ

のためにランプのガラス破片の衝撃の特別な試験は必要がない。もし，ガラスシールドの取

付方法が単に内側からの衝撃に耐えるようにだけ設計しているならば，4.13.1 の試験はその

方向で行うべきである。 

4.22 ランプの装着品 照明器具には，ランプ，口金，ランプソケット，照明器具又は装着品自身を，過

熱又は損傷させる可能性のあるランプの装着品を組み込んではならない。蛍光ランプの装着品は，照明器

具の製造業者から供給するか，又は照明器具の製造業者が認めるものだけが許される。 
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ランプ及び装着品の総質量は，次の値を超えてはならない。 

a) G5口金のランプは 100 g。 

b) G13口金のランプは 500 g。 

ランプそのものの質量が，上記の値を超えるものについては，装飾品を取り付けてはならない。 

合否は，目視検査及び該当する場合には質量及び温度測定で判定する。 

備考 この要求事項に適合しないおそれのある白熱電球用の装着品の例としては，ボウルミラー反射

鏡，ランプの周囲を囲む反射鏡などがある。適合の可能性のある例は，軽い質量のシェードを

取り付けるためのスプリング及び同等のものがある。 

4.23 準照明器具（セミルミネア） 準照明器具は，クラスⅡの照明器具に対する要求事項を満たさなけ

ればならない。 

備考 準照明器具を取り付けたとき，全体がクラスⅡであると誤解するので，クラスⅡの表示を付け

てはならない。 

4.24 紫外放射 照明器具は過度の放射をしてはならない。 

備考 放射を効果的に防止するための紫外放射保護シールド材料の選択のための計算方法は，附属書

Pの手順 A又は Bを参照。 

4.25 機械的危険箇所 照明器具は，取付け施工中，通常使用のとき又は保守の際に，使用者が危険にな

るような鋭利な突起，エッジがあってはならない。ただし，工事業者が照明器具を取り付けるときに照明

器具又はその部品に二次加工が必要なものであって，取扱説明書などに加工の方法では危険が生じるおそ

れのある旨，及び傷害が発生しないように行う保護加工の方法を記載した部分の危険性については，保護

加工を施した状態で判定する。 

合否は，目視検査で判定する。 

4.26 短絡保護  

4.26.1 絶縁されてなく，容易に触れることのできる異極の安全特別低電圧部分が，不慮の短絡事故がもと

で安全が損なわれることのないように適切な手段が施されていなければならない。 

備考 他の不特定安全特別低電圧電源の供給を受けるクラスⅢの照明器具では，導電部の一極を絶縁

しなければならない。絶縁しない場合，照明器具の製造業者は，安全特別低電圧電源の最大出

力 VA 及び種類を宣言するとともに，4.26.2 の試験は，その変圧器／コンバータ変成器を用い

て行わなければならない。 

4.26.2 一台の形式試験用の供試品は，通常の負荷をかけて，定格電圧の 0.9倍と 1.1倍で行う。 

4.26.3 で規定した試験用の鎖は，容易に触れることのできる安全特別低電圧部分に引っかける。試験用

の鎖は，両端に次に示す値の荷重，（最大の荷重は 250 gを限度とする）を加えながら電流経路（鎖の短絡

経路）ができる限り最短になるようにする。 
(15‘X’) g 

ここでの‘X’は，導電部に荷重をかけない状態での導電部間の距離；単位 cm 

試験用の鎖は，溶けてはならないし，また，供試品の各部の温度が表 12.1及び 12.2の値を超えるような

ことがあってはならない。 

4.26.3 試験用の鎖は，裸金属のままで十分な長さがあり，図 29に示す銅 63 ％，亜鉛 37 ％の環でできて

いなければならない。鎖は，200 g/mの力で引っ張ったときの抵抗値が 2.5 Ω/m±20 ％でなければならな

い。 

備考 試験用の鎖の抵抗値については，毎回事前に確認する必要がある。 
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4.26A ブローイング工法で断熱施工する照明器具は，表 9.1 に規定する IP 第一特性数字 3 のプローブが

侵入する開口部があってはならない。試験の際，プローブに圧力は加えない。 

5. 

第 5章 外部及び内部配線 

5.1 総則 この章では，照明器具の電源との電気的接続及び内部配線についての一般的要求事項を規定

する。 

5.2 電源との接続及びその他の外部配線  

5.2.1 照明器具は，電源との接続の手段として，表 5Aの一つを用いなければならない。 

表 5A 電源との接続の手段 

照明器具の種類 接続の手段 

定着灯器具 － 端子 
－ コンセントにかん合する差込みプラグ 
－ 口出し線(端末線) 
－ 非着脱式可とうケーブル又はコード 
－ ライティングダクトにかん合するアダプタ 
－ 機器用インレット 

移動灯器具 － 非着脱式可とうケーブル又はコード 
－ プラグ 
－ 機器用インレット 

ライティングダクト用照明器具 アダプタ又はコネクタ 

準照明器具（セミルミネア） ねじ込み口金又は差込み口金 

ジャンクションボックス及びコード張力止めが一体となっている壁取付用移動灯器具では，取付方法が

説明書などに記載されている場合は，非着脱式可とうケーブル又はコードを附属しなくてもよい。 

備考1. オーストラリア，オーストリア及び日本では，PVC絶縁電線ケーブルは屋外での使用が認め

られる。 

2. ちょう（蝶）ねじ，クリップ，フックなどで壁に取り付ける構造の照明器具は，移動灯照明

器具とみなす（1.2.9参照）。 

5.2.2 照明器具製造業者が取り付けた電源接続用の可とうケーブル又はコードは，表 5.1 に示す JIS C 

3662-5，JIS C 3663-4又は表 5.1Aに規定する電線若しくはこれらと同等の機械的・電気的性能をもってい

るものでなければならない。また，通常の使用状態における最高使用温度に劣化せず，耐えるものでなけ

ればならない。 

塩化ビニル（PVC）及びゴム以外の材料は，上記の要求事項を満足していれば使用してもよい。ただし，

上記 JISの第 2部の個別規格は，適用しない。 
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表 5.1 非着脱式可とうケーブル又はコード 

照明器具の種類 ゴム PVC 

クラス 0照明器具 60245IEC51 60227IEC42 

普通形クラス I照明器具 60245IEC51 60227IEC52 

普通形クラス II照明器具 60245IEC53 60227IEC52 

普通形以外の照明器具 60245IEC57 60227IEC53 

ラフサービス移動灯器具 60245IEC66 － 

備考1. 250 Vよりも高い電源電圧で使用する場合は，上表に示すものより
も高い電圧に耐えるケーブル及びコードを使用する。 

2. 寒冷地では，PVC 絶縁可とうケーブル及びコードの使用は適さな
い場合がある。 

 

表 5.1A 外部配線用電線 

使用電圧 V 電線の種類 電線の記号 日本工業規格番号

150以下 屋内けい素ゴムコード － － 

ゴムコード － JIS C 3301 300以下 

ビニルコード － JIS C 3306 

600 Vビニル絶縁電線 IV JIS C 3307 

600 Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル VCT JIS C 3312 

口出用ゴム絶縁電線 600V LKGB JIS C 3315 

電気機器用ビニル絶縁電線 KIV JIS C 3316 

600 V二種ビニル絶縁電線 HIV JIS C 3317 

600 Vけい素ゴム絶縁電線 600V KGB JIS C 3323 

600 Vゴムキャブタイヤケーブル 2CT，2RNCT JIS C 3327 

600 Vポリエチレンケ－ブル 600VEE JIS C 3605 

600以下 

600 V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 IE/F JIS C 3612 

1 000以下 1 000 V蛍光放電灯用電線 1 000V FL － 

備考 クラス 0の照明器具には，シースなしコードを使用することができる。 

適切な機械的強度を得るため，導体の公称断面積は，ラフサービス形器具では 1.0 mm2以上，その他の

照明器具では 0.75 mm2以上でなければならない。 

出力コンセントをもつ照明器具の可とう導体の公称断面積は，コンセントから取れる容量に応じた十分

なものでなければならない。 

5.2.3 非着脱式可とう式ケーブル又はコードを照明器具に備える場合，次の方法の一つによって照明器具

に接続されていなければなならない。 

－ タイプ X 

－ タイプ Y 

－ タイプ Z 

非着脱式可とうケーブル又はコードは，コードを工具を使用してだけ取り外しができるもので，通常の

可とう電源ケーブルである。着脱式可とうケーブル又はコードは，照明器具を通常の使用を通じて簡単に

取り外すことができるものとする。 

5.2.4 5.2.1～5.2.3の合否は，目視検査及び必要に応じ適切な可とう電線を取り付けて判定する。 

5.2.5 タイプ Zを用いた照明器具の端子は，ねじ接続を行わないこととする。 
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5.2.6 電線を完全に保護するために，電線挿入口は電線管又はケーブル若しくはコード用の保護カバーを

取り付けることができるようになっていなければならない。また，電線管，ケーブル又は可とうコードを

取り付けた状態で，電線挿入口は，照明器具の分類に応じ，じんあい又は水気に対する保護等級を備えて

いなければならない。 

5.2.7 外部配線となる可とうケーブル又はコードが堅い材料を通る場合，そこに開けた電線挿入口は，最

小半径 0.5 mmの滑らかな丸い面取りが施されていなければならない。 

5.2.5～5.2.7の要求事項についての合否は，目視検査及び取付け操作の試験で判定する。 

5.2.8 クラスⅡ照明器具，自在形照明器具又は壁取付け形を除く移動灯器具で，照明器具の容易に手の触

れる金属部分，又は容易に手の触れる金属部分と接触する金属部分を可とうケーブル若しくはコードが貫

通する場合，開口部には滑らかで丸く面取りした絶縁物の丈夫で容易に取り外せないブッシング，チュー

ブなどで被覆を損傷しないように施さなければならない。経年劣化する材料を使用したブッシングは，と

がった縁をもつ開口部に使用してはならない。 

備考1. 試用期間中“容易に取外しができるブッシング”とは，その照明器具を不注意に取り扱った

とき又は照明器具の寿命までの間，ブッシングの取付け部分から，引き抜くことが出きるブ

ッシングをいう。 

これに適合するブッシングとしては，ロックナット又は自己硬化性接着剤で固定するもの，

若しくは適切な大きさのはめ込み式がある。 

2. 経年劣化に関して知られている例の材料は，天然ゴムである。 

可とうケーブル又はコードの保護のために，照明器具の電線挿入口に用いるチューブ又はその他の保護

部品は，絶縁物でなければならない。 

らせん状金属スプリング及び同様の構成部品は，絶縁物でカバーされていても保護するとはみなさない。 

合否は，目視検査で判定する。 

5.2.9 照明器具にねじ込んだブッシングは，所定の位置に取り付けられていなければならない。ブッシン

グを接着剤で固定する場合は，自己硬化性樹脂の接着剤を用いなければならない。 

合否は，目視検査で判定する。 

5.2.10 非着脱式可とうケーブル又はコードを取り付けた照明器具，又は取り付けるように設計した照明器

具は，導体を端子に接続したとき，導体に張力やねじれが加わらないよう，また導体の被覆が摩耗しない

ようコード張力止めを備えていなければならない。どのようにすれば張力止め又はねじり防止が効果的に

行われるかについて，分かるようになっていなければならない。ケーブル又はコードを附属していない器

具では，器具メーカーの推奨する最大及び最小のケーブル又はコードを使い試験する。 

可とうケーブル又はコードを照明器具の中に押し込んだとき，それらが過度の機械的又は熱的応力を受

けるところまで押し込むことができないようになっていなければならない。ケーブル又はコードに結び目

を付ける方法は認められない。また，その端末をひもで結んだりするような方法は，タイプ X取付方法の

照明器具には用いてはならない。 

ケーブル又はコードが絶縁破壊したとき容易に手に触れる金属部が充電部となるおそれがある場合は，

コード張力止めは絶縁物を用いるか固着絶縁ライニングを施さなければならない。 

5.2.10.1 非着脱式ケーブル及びコードを取り付けて使用するように設計した，タイプ X取付けコード及び

照明器具では，コード張力止めは，次に適合していなければならない。 

a) 少なくともその一部が照明器具に固定されているか，又は照明器具の一部となっていなければならな

い。 
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備考 コード張力止めは，配線を取り付けて照明器具が完全に組み立てたとき，上記のようになって

いれば照明器具に固定又は保持しているとみなしてよい。 

b) コード張力止めは，その照明器具に接続してよいことになっているすべての可とうケーブル又はコー

ドに使用できなければならない。ただし，1 種類のケーブル又はコードにだけ使用できるようになっ

ている照明器具はこの限りではない。 

c) コード張力止めは，ケーブル及びコードを損傷してはならない。また，通常の状態に締め付けたり緩

めたりしたとき，コード張力止めでケーブル又はコードが損傷するおそれがあってはならない。 

d) カバーの付いた可とうケーブル又はコードは，カバーが付いたままでもコード張力止めに取り付ける

ことができなければならない。 

e) 金属製コード張力止めねじが，人に触れるおそれがある場合，又は人が触れるおそれがある金属部に

電気的に接続している場合，金属製止めねじがケーブル又はコードに触れてはならない。 

f) ケーブル又はコードと金属ねじとが直接接した状態で，ケーブル又はコードをクランプしてはならな

い。 

g) 特別に設計した工具を使用しなくても，可とうケーブル又はコードの取り替えができなければならな

い。グランドは，それが電源接続に使用する可能性のあるすべてのサイズのケーブル及びコードの押

さえに対応できない限り，移動灯器具又は自在形照明器具のコード止めとして使用してはならない。 

ラビリンス形のコード張力止めは，コード固定方法が明らかな構造の場合又は可とうケーブル若し

くはコード取付方法を表示している場合，使用できる。 

合否は，5.2.10.3の試験で判定する。 

5.2.10.2 タイプ Y及びタイプ Z取付方法で，コード張力止めは適切である。 

合否は，5.2.10.3の試験で判定する。 

備考 試験は，照明器具の出荷時に供給されたケーブル又はコードで実施する。 

5.2.10.3 目視及び出荷時に照明器具に取り付けてあるケーブル又はコードと同じものを用いて次の試験

で判定する。 

導体を端子に挿入し，導体が容易に動かないよう端子を十分に締め付ける。 

コード止めは通常の方法で取り付けるが，押し締めねじは表 4.1に規定する 2/3のトルクで締め付ける。 

以上のように準備した後，ケーブル又はコードを照明器具の中に押し込んだとき，端子部でケーブル又

はコードが動いたり，更に可動部分又は導体の絶縁物の許容温度より高い温度で動作している部分に，ケ

ーブル又はコードが接触してはならない。 

ケーブル又はコードに表 5.2に示す引張り力を 25回加える。 

引張りは急に引くことなく，各回 1秒間加える。ケーブル又はコードの長手方向の移動測定は，この試

験の間に行う。この試験に先立ち第 1回目の引張りを受けているときに，コード止めから約 20 mm離れた

ケーブル又はコードの上にマークをつける。25回の引張りの間にそのマークが 2 mm以上移動してはなら

ない。 

その後，ケーブル又はコードには表 5.2に示すトルクを加える。 

上記の試験中及び試験後とも，導体が端子部で著しく動いてはならないし，ケーブル又はコードに損傷

があってはならない。 
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表 5.2 コード止めの試験 

全導体をまとめての総公称断面積
mm2 

引張り 
N 

トルク 
N･m 

 1.5以下 60 0.15 

1.5を超え 3 以下 60 0.25 

3 を超え 5 以下 80 0.35 

5 を超え 8 以下 120 0.35 

5.2.11 照明器具の中を通る外部配線は，内部配線についての要求事項に適合しなければならない。 

合否は，5.3の試験で判定する。 

5.2.12 送り配線を意図した定着灯器具は，電源ケーブルを次の照明器具へ送ることができる端子をもって

いなければならない。 

合否は，目視検査で判定する。 

5.2.13 可とうより線の端末は，すずめっきをしてもよいが，はんだのコールドフローで押し締め接続が緩

まないことを保証する手段がなければ，はんだ盛りをしてはならない（図 28参照）。 

備考 この要求は，スプリング端子を使用する場合には満足する。はんだ付けしたより線の押し締め

接続は，押し締めねじでしっかり締め付けたとしても，はんだのコールドフローで緩むことを

防ぐ適切な手段とはならない。 

5.2.14 製造業者が照明器具に取り付ける差込みプラグは，感電に対する保護等級及びじんあい・固形物・

水気に対する保護等級が照明器具と同等の保護等級をもっていなければならない。 

クラスⅢ照明器具では，IEC 60083及び JIS C 8303の表 1に規定したコンセントに接続できる差込みプ

ラグを使用してはならない。 

5.2.15 （直流電源に接続する機器の電源電線の色の規定は，3.2.12と重複するので削除した。） 

5.2.16 電源接続用で機器内に取り付ける機器用インレットは，JIS C 8283-1の要求事項に適合しなければ

ならない。照明器具の送り配線は，機器用カプラ又は端子を用いて実施しなければならない。その際器具

がクラスⅡならクラスⅠのプラグは使えないようにしておくか，ねじ端子又はねじ無し端子で接続しなけ

ればならない。 

5.2.13～5.2.16の要求事項についての合否は，目視検査で判定する。 

備考 JIS C 8283-1は標準のデータシートによらない，他の構成も考慮している。 

5.2.17 内部配線用ケーブルは，規格化されていない絶縁体及びシースで構成している場合，スリーブ，チ

ューブ又は同等の構造の外装を用い，照明器具製造業者が確実に接続しなければならない。 

5.2.18 すべての移動灯器具及び定着灯器具，又はコンセントを介して電源を接続する照明器具でプラグを

使用する場合は，表 5Aに規定する照明器具の分類によって，JIS C 8303に適合するプラグを使用しなけ

ればならない。 

合否は，目視検査で判定する。 

5.3 内部配線  

5.3.1 内部配線は，通常使用中の電力を取り扱うことができる適切な種類及びサイズの導体を使用しなけ

ればならない。配線の絶縁は，正しく取り付けられ，電源に接続した状態で安全性を損なうことなく，そ

れが受ける印加電圧と最大温度に耐えることができる材料でなければならない。 

一般絶縁（PVC及び天然ゴム）ケーブルを貫通配線に用いる場合，製造業者の取扱説明書に取扱方法が

明記されているなら，ケーブルを照明器具に附属して出荷しなくてもよい。しかし，例えば高温のために
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特殊ケーブル又はスリーブが必要なら，貫通線は必ず工場で組み込まれなければならない。工場で組み込

む場合は，3.3.3 c）の要求事項を考慮しなければならない。 

緑と黄とに配色した電線類又は緑の電線類は，接地接続用にだけ使用する。 

備考1. 絶縁物の耐熱温度は第 12章の表による。 

2. 4.9.2に適合するスリーブは，高温部から保護するために適切である。 

合否は，目視検査によるほか第 12章の温度上昇試験の後，次の試験で判定する。 

a) 器具用コンセントを備えた照明器具は，照明器具の定格電圧で点灯し，器具用コンセントに定格電流

を流す。 

b) 各部の温度が安定状態に達した後，電源電圧を 12.4.1の d）の電圧に高める。 

c) 導体の自己発熱によって影響を受ける構成部品，ケーブルなどのすべての温度が新たな安定状態に達

した後，12.4で判定しなければならない。 

5.3.1.1 例えば，端子ブロックを経由するなどして，固定電線に直接接続する配線で，かつ，電源からの

遮断を外部保護装置に頼る場合，次による。 

通常動作電流が 2 Aを超える場合： 

－ 公称断面積：最小 0.5 mm2， 

－ 定着灯器具の貫通線では：最小 1.5 mm2， 

－ 公称絶縁厚さ：最小 0.6 mm（PVC又は天然ゴム）， 

通常動作電流が 2 A未満を通すように機械的に保護した配線の場合： 

－ 公称断面積：最小 0.4 mm2， 

－ 公称絶縁厚さ：最小 0.5 mm（PVC又は天然ゴム）， 

配線絶縁部が損なわれる可能性のある次の箇所に特別な絶縁を追加すれば，要求する機械的保護は適合

しているとみなされる。 

－ パイプの小さい開口部で，製造中に，配線が滑り通されているもの。 

－ 滑らかなエッジを形成するように特別に処理されていない金属周囲部に配線を密接して折り曲げら

れているもの。 

5.3.1.2 例えばランプ電流制御装置，ブレーカ，保護インピーダンス，絶縁トランスなどの，内部電流制

限装置で，最大 2 Aに電流制限して，固定配線に接続する配線は，次による。 

－ （電流 2 A以下の場合）いかなる状態でも配線の絶縁部分の過熱は防止されるという事実によって，

最小断面積が 0.4 mm2未満の電線が，通常動作状態の最大電流並びに故障状態に流れる電流の時間

及び大きさの関係から選択しなければならない。 

－ 0.5 mm未満（PVC又は天然ゴム）の可能性のある最小絶縁厚さは，発生する電圧ストレスの関係で

選択しなければならない。 

5.3.1.3 内部配線が充電導体をもち，かつ，通常動作状態で金属部分に手が触れるおそれのあるクラスⅡ

照明器具では，少なくとも接触箇所における絶縁は，例えば，被覆ケーブル又はスリーブなどを適用する

ことによって，電圧ストレスに相応した二重又は強化絶縁の要求事項を満足しなければならない。 

5.3.1.4 第 11 章の沿面距離及び空間距離を満足し，また第 2 章の保護等級を考慮し，適切な保護装置を

確保している場合，裸導体を使用することができる。 

5.3.1.5 SELVの電流が流れている部分は，絶縁しなくてもよい。ただし，絶縁している場合には，第 10

章によって試験しなければならない。 
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5.3.1.6 PVC又は天然ゴム以上の絶縁的若しくは機械的性質をもつ絶縁材料を使う場合は，同じ保護等級

の絶縁部の厚さを選択しなければならない。 

5.3.2 内部配線は，とがった縁，リベット，ねじその他同様な構成部品，スイッチ，継手，昇降装置，伸

縮自在管及びそれらと同様な部品の可動部分で損傷を受けないように配置するか，又は保護されていなけ

ればならない。配線は，上記可動部分が動くことで，配線の長手軸に沿って，360°以上ねじれてはなら

ない。 

合否は，目視検査（4.14.4及び 4.14.5も参照）及び 4.14.3の試験で判定する。 

5.3.3 クラスⅡ照明器具，自在形照明器具及び壁付形を除く移動灯器具で，内部配線が容易に手が触れる

金属部分，又は容易に手が触れる金属部分と接触する金属部分を貫通する場合には，開口部には滑らかで

丸く面取りした絶縁物の丈夫なブッシングを容易に取り外せないように，取り付けなければならない。経

年劣化するようなブッシング材料は，とがった縁をもつ開口部に使用してはならない。 

備考1. 使用期間中“容易に取り外しができるブッシング”とは，その照明器具を不注意に取り扱っ

たとき又は照明器具の寿命までの間，ブッシングの取付け部分から，引き抜くことができる

ブッシングをいう。 

これに適合するブッシングとしては，ロックナット若しくは自己硬化性接着剤で固定する

もの，又は適切な大きさのはめ込み式がある。 

2. 経年劣化に関して知られている材料の例としては，天然ゴムである。 

クラスⅡ照明器具のケーブルの挿入開口部が滑らかで丸く面取りした縁となっており，内部配線を使用

中に動かす必要がない場合は，保護シースのないケーブルには別の保護シースでカバーするか，又は保護

シース付きケーブルを用いればこの要求事項に適合する。 

また，クラス 0及びクラスⅠ照明器具については，貫通する金属部が滑らかで丸く面取りされているな

らば，この要求事項に適合する。 

5.3.4 部品に取り付けた端子を除き，内部配線の継ぎ目や接続点は，配線の絶縁部と同等以上の効果のあ

る絶縁物で保護しなければならない。 

5.3.3及び 5.3.4の要求事項についての合否は，目視検査で判定する。 

5.3.5 照明器具から出る内部配線は，次の a）又は b）の場合，外部配線の要求事項を適用する。 

a) 普通形照明器具で，設計上配線が外力を受ける可能性があるもの。ただし，照明器具から出る配線の

長さが 80 mm未満の場合は，外部配線の扱いはしない。 

b) 普通形以外の照明器具 

合否は，目視検査，測定及び 5.2.10.1の試験で判定する。 

5.3.6 自在形照明器具で，照明器具の通常の動きで配線が金属部分と擦れてその絶縁が損なう可能性のあ

る場合，擦れないように配線を絶縁物の電線止め具又は同様のもので固定しなければならない。 

5.3.7 可とうより線の端末は，すずめっきしてもよいが，はんだのコールドフローで，押し締め接続が緩

まないことを保証する手段でなければ，はんだ盛りをしてはならない。 

備考 この要求事項は，スプリング端子を使用する場合には満足する。はんだ付けしたより線の押し

締め接続は，押し締めねじでしっかりと締め付けたとしても，はんだのコールドフローで緩む

ことを防ぐ適切な手段とはならない。 

5.3.6及び 5.3.7の要求事項についての合否は，目視検査で判定する。 

6. 
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第 6章 （現在は，使われていない） 

7. 

第 7章 保護接地 

7.1 総則 この章では，照明器具の保護接地についての要求事項を規定する。関連する章も併せて参照

しなければならない。 

7.2 保護接地  

7.2.1 絶縁破壊した際に充電部となるおそれのあるクラスⅠ照明器具の金属部分の次の a）～c）の部分は，

恒久的で確実な方法で保護接地端子，保護接地付接続器又は保護接地線に接続していなければならない。 

a) 取り付けている状態で容易に手が触れるおそれがある金属部分 

b) ランプ又はスタータ交換のときに容易に手が触れるおそれがある金属部分 

c) 清掃のために開けたときに容易に手が触れるおそれがある金属部分 

備考1. この章では，保護接地端子，保護接地付接続器又は保護接地線に接続する金属部分で充電部

から遮へいされている金属部分及び二重絶縁又は強化絶縁で充電部から分離している金属部

は，絶縁破壊の際に充電部となる部分とはみなさない。 

2. この章では，ランプは照明器具の一部とはみなさない（明確には 0.4.2と 8.2.3の第 4文節を

参照。）ので，ランプ交換中のランプ破損は，この項による絶縁の故障とはみなさない。 

絶縁破壊で充電部となる照明器具の金属部分が，照明器具を取り付けるとき人が触れるおそれがなくて

も，取付面に接触するものは，その金属部分は，永久的で確実な方法で保護接地端子，保護接地付接続器

又は保護接地線に接続していなければならない。 

備考3. スタータ及びランプ口金の保護接地は行う必要はないが，始動補助のために必要とする場合

には，ランプ口金を接地してもよい。 

保護接地の接続は，低抵抗でなければならない。 

次の a）～c）の方法は，通常の使用で接続を阻害していなければ，保護接地の接続に使用してもよい。 

a) 2本以上のセルフタッピンねじを使用する場合 

b) ねじ端子の要求事項（第 14章参照）に適合するスレッドフォーミングねじを使用する場合 

c) JIS B 1007の第 3種タッピンねじ 1本で接続する場合 

この規格に規定する照明器具の接地接続に適合する金属製の溝に使用するスレッドフォーミングねじは，

照明器具の接地の連続性がある（図 30参照）。 

保護接地機構付き着脱式接続装置をもつクラスⅠの照明器具で，接地接続は，電路の接続が形成する前

に形成し，電路は，接地が切れる前に切り離されていなければならない。 

7.2.2 保護接地接続の経路となる自在継手，伸縮自在管などの表面は，良好な電気的接触を確保していな

ければならない。 

7.2.3 7.2.1及び 7.2.2の要求事項の合否は，目視検査及び次の試験で判定する。 

接地接続の抵抗測定は，無負荷電圧が 12 Vを超えない電源で，10 A以上の電流を保護接地端子又は保

護接地接続及び容易に手が触れるおそれのある各々の金属部分との間に順次に流す。 

保護接地端子又は保護接地接続と容易に手が触れるおそれのある金属部分との間の電圧降下を測定し，

その抵抗を電流及び電圧降下から計算する。いかなる場合にも抵抗は，0.5 Ω を超えてはならない。形式

試験の際，最低 1分間通電しなければならない。 

備考 電源接続用の非着脱式可とうケーブル又はコード付き照明器具の保護接地抵抗測定は，接地線

をもつ差込みプラグ，可とうケーブル又はコードの場合は，給電端の接地部と容易に手が触れ
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るおそれのある金属部分との間で行う。 

7.2.4 保護接地端子は，4.7.3 の要求事項に従わなければならない。その接続は，偶発的な緩みが生じな

いよう適切に固定されていなければならない。 

ねじ端子の場合は，工具なしで押締め手段が緩むことがあってはならない。 

ねじなし端子の場合は，偶発的に押締め手段が緩むことがあってはならない。 

合否は，目視検査，手による試験及び 4.7.3に規定した方法で判定する。 

備考 一般に導電端子によく使われる設計のやり方に従えば，この要求事項に適合する十分な弾力性

が得られる。その他の設計では，不用意に外れないような適切な弾力性のある部品を用いるな

ど，特殊な準備が必要となる場合がある。 

7.2.5 電源に接続するための接続コネクタをもつ照明器具は，保護接地接続がそのコネクタの部品として

内蔵されていなければならない。ただし，2 極の接続コネクタを使用する照明器具で，別に保護接地を取

っている場合は，そのコネクタには保護接地接続の部品を内蔵しなくてもよい。 

7.2.6 固定配線の電源ケーブル又は非着脱式ケーブルに接続して使用する照明器具の場合，保護接地用端

子は電源端子のすぐそばに置かなければならない。2 心の非着脱式可とうケーブル又はコードを使用する

場合，保護接地用端子は外郭の見やすい箇所に設けることができる。 

備考 照明器具は，タイプ X又はタイプ Y取付方法を備えていてもよい。 

7.2.7 普通形照明器具以外の照明器具では，保護接地端子の各部は，保護接地導体及び保護接地端子が接

触する他の金属との間で生じる電食の危険性を最小にしなければならない。 

7.2.8 保護接地端子用のねじ及びその他の部品は，黄銅又はさびない金属，若しくはさびない表面処理を

した材料でなければならない。また，その接触面は，裸金属でなければならない。 

備考 裸金属には，導電性表面処理を行った金属を含む。 

7.2.9 7.2.5～7.2.8までの要求事項の合否は，目視検査及び手による試験で判定する。 

7.2.10 定着灯，埋込み形照明器具など造営物に固定して使用する送り配線付きクラスⅡ照明器具で，他の

照明器具へ接続するための保護接地端子を照明器具内部にもつ場合，この端子は，手の触れるおそれのあ

る金属部分に対して，二重絶縁又は強化絶縁で絶縁しなければならない。 

クラスⅡの定着灯がランプ始動補助又は無線妨害を避けるためのループ接続したような機能接地回路は，

充電部又は手が触れる金属部分から，二重絶縁又は強化絶縁で絶縁しなければならない。 

合否は，目視検査で判定する。 

7.2.11 コード付きのクラス I照明器具のコードは，緑と黄との配色で識別した保護接地線又は緑の保護接

地線をもたなければならない。もし，コードが添付されているなら，可とうケーブル又はコードは，緑と

黄との配色で識別した保護接地線又は緑の保護接地線をもたなければならない。 

なお，2 心コードの場合は，別に緑と黄との配色によって識別された若しくは緑の保護接地線又は保護

接地用端子を設けなければならない。 

緑と黄との配色又は緑に着色した，可とうケーブル又はコードの接地線は，照明器具の保護接地端子及

び差込みプラグの保護接地端子に接続しなければならない。 

緑と黄との配色又は緑に着色した導線は，照明器具の内部配線，外部配線に関係なく，保護接地用にだ

け使用しなければならない。 

非着脱式可とうケーブル又はコードをもつ照明器具は，端子の配列又はコード張力止めと端子との間の

導線の長さは，ケーブル又はコードが，コード張力止めから脱落した場合に，導電導体に接地用導体より

も先に張力が加わるような長さになっていなければならない。 
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合否は，目視検査で判定する。 

8. 

第 8章 感電に対する保護 

8.1 総則 この章では，照明器具の感電に対する保護に関する要求事項について規定する。導電部が電

撃を生じる充電部になるか否かを判定する試験は，附属書 Aによる。 

8.2 感電に対する保護  

8.2.1 照明器具は，通常の使用状態に取り付けたとき，及びランプ交換又はスタータ交換（交換可能な場

合）のために開けたときは，その作業が工具を使う使わないにもかかわらず，充電部に容易に手が触れな

い構造でなければならない。ただし，JIS C 8280，JIS C 8302及び JIS C 8324に適合するソケット又はこ

れらと同等のソケットを使用する場合は，ランプ，スタータの口金及びそのソケットの部分については，

この要求事項は，適用しない。 

基礎絶縁した部品は，偶然の接触に対して適切な保護のない照明器具の外側で使用してはならない。 

備考1. ここでいう基礎絶縁した部品には，内部配線用コード及び器具内用制御装置がある。 

2. クラス 0照明器具には，基礎絶縁で全体又は一部を形成する絶縁外郭のもの及び少なくとも

基礎絶縁で充電部から隔離した金属の外郭のものが認められる。 

製造業者の取扱説明書に限定的に示した通常のあらゆる使用方法及び取付け状態，更に，自在形照明器

具では，調節できるすべての状態で，感電に対する保護が保たれていなければならない。ランプ，スター

タ及びソケットの次の部分を除き，工具を使わずに外せるすべての部分を外した後にも，この保護を維持

していなければならない。 

a) 差込み形ソケットの場合の， 

1) ドーム（端子カバー）部分 

2) スカート部分 

b) ねじ込みソケットの場合の， 

1) コードグリップ形のドーム（端子カバー）部分 

2) 胴体 

定着灯器具のカバーは，片手で一動作で外すことのできないものは外さない。ただし，ランプ又はスタ

ータ交換の際，外さなければならないカバーはこの試験では外す。 

備考 片手で一動作とは，一般に頭に刻みのあるねじ又はセードの止め輪のような部品を外す動作を

含む。 

解除押しボタン付きのねじ無し端子で保持した電源電線は，この試験では外さない。 

カバーを使用しない押しボタン式の端子ブロックの使用は，この要求事項では排除されない。これは端

子ブロックから配線を解除するため，ある特殊な動作が必要になることがあるので，この解釈文が求めら

れる。 

両端部に口金／ベースをもつ管形白熱電球用のクラス 0，クラスⅠ及びクラスⅡ照明器具は，ランプを

交換するとき両端とも自動的に電源が遮断するようになっていなければならない。ただし，感電が生じる

おそれのある充電部に容易に触れないよう特別な規定に適合する適切な口金及びソケットの組合せを使用

する場合は，この要求事項は適用しない。 

ラッカー，エナメル，紙及びこれらに類する材料の絶縁性能は，感電に対する保護及び短絡保護とは認

めない。 

両口金形高圧放電ランプ用のイグナイタをもつ照明器具は，図 26で試験する。 
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図 26の方法で測定した電圧が 34 V（ピーク値）を超える場合，ランプが完全に装着された状態でだけ

イグナイタが作動するか，又は 3.2.18 a）若しくは 3.2.18 b）による注意書きを各々照明器具に取り付けな

ければならない。 

Fa6，FaX6，Fa8両口金蛍光ランプ用照明器具は，3.2.18の表示要求事項に適合しなければならない。 

8.2.2 移動灯器具の感電保護は，照明器具の可動部分を手で動かせる最も不利な状態にしても，その保護

性能が維持されていなければならない。 

8.2.3  

a) 基礎絶縁だけで絶縁したクラスⅡ照明器具の金属部分は，この章の目的から，充電部とみなす。 

ランプ又はスタータを交換するために照明器具を開く場合を除き，上記と同様なことが，スタータ又は

ランプ口金の電流が流れていない部分にも適用する。 

このことは，JIS C 7618-2に適合する片口金コンパクト形蛍光ランプの口金には適用しない。 

ランプのガラスバルブには，感電に対する追加保護は，要求しない。 

ランプを交換するとき，取り外さなければならないガラスボウルと他の保護ガラスで，それらが 4.13に

規定する試験に耐えない場合は，付加絶縁として使用してはならない。 

備考 8.2.1 及び 8.2.3 の要求事項の組合せは，二重絶縁照明器具でスタータ及びランプ口金の電流が

流れていない基礎絶縁だけで絶縁した金属部を除く基礎絶縁で絶縁した金属部は，ランプ又は

スタータを交換するために照明器具を開く場合，人が触れてはいけない部分であることを意味

している。ただし，基礎絶縁部は触れてもよい。 

b) 差込み口金ランプ用のソケットをもつクラス Iの照明器具は，次の 1）又は 2）によらなければならな

い。 

1) 通常の使用状態に組み立てたとき，ランプの口金に標準試験指が触れないように設計されている。 

2) 保護接地した金属製ソケットを備える。 

備考 両口金形のハロゲン電球が通常の使用中にフィラメントが露出してくるという証拠がないの

で，二重絶縁の照明器具では，両口金形ハロゲン電球と金属性反射板との間には，遮へい（蔽）

物を要求しない。 

8.2.4 非着脱式可とうコード及び差込みプラグで電源と接続する移動灯器具は，支持面とは無関係に感電

保護を施さなければならない。 

移動灯器具の端子部は，完全にカバーしていなければならない。 

8.2.5 8.2.1～8.2.4の要求事項に対する合否は，目視検査及び必要ならば JIS C 0920に規定する標準試験

指又は当該部品に関連する試験プローブを使い試験を行う。 

試験指は，すべての可能な箇所に必要に応じ 10 Nの力で当てる。充電部との接触を示す電気表示器を使

用する。セードを含め可動部分は，手で動かせる最も不利な位置で行う。これらの可動部分が金属材料の

場合は，照明器具の充電部及びランプの充電部に接触してはならない。 

備考 接触があったことを表示するためにランプを用い，その電圧は，40 V以上とすることが望まし

い。 

8.2.6 感電保護のためのカバー及びその他の部分は，適切な機械的強度をもち，通常の取扱いで緩まない

ようにしっかり固定していなければならない。 

合否は，目視検査，手による試験及び第 4章の試験で判定する。 

8.2.7 次に定める場合を除き，0.5 µFを超える容量のコンデンサを組み込んだ照明器具では，定格電圧の

電源遮断 1分後のコンデンサ電圧が 50 Vを超えないよう，放電装置を設けなければならない。 
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プラグで電源に接続する移動灯器具，アダプタでライティングダクトに接続する照明器具，又は標準試

験指で触れることのできる接点をもつ電源コネクタをもつ照明器具で，0.1 µFを超える容量のコンデンサ

（150 V以下の定格電圧の照明器具では，0.25 µF）を組み込んだ照明器具では，電源遮断 1秒後の接続部

の両極間（例えば，差込みプラグ両刃間）の電圧が 34 Vを超えないように放電装置などを設けなければな

らない。 

プラグで電源に接続し，0.1 µFを超える容量のコンデンサ（150 V以下の定格電圧の照明器具では，0.25 

µF）を組み込んだ他の照明器具，及び照明器具に内蔵するライティングダクト用アダプタは，5 秒後にプ

ラグのピン間の電圧が 60 Vを超えないように放電装置などを設けなければならない。 

0.4.2 は，もし他の規定がなければ，この規格の試験は回路の中にランプも取り込むことを求めている。

この項目に関しては，測定が補償コンデンサからの電圧で作られて，より厳しい結果になるなら，ランプ

は回路の中に入れなければならない。 

複数の照明器具を使用して，多灯式の照明器具システムを構成することが予測される場合，この要求事

項は，1台の照明器具で測定する。 

合否は，測定で判定する。 

備考 放電装置は，コンデンサに内蔵するか又は外付け，若しくは照明器具内部に取り付ける。 

9. 

第 9章 じんあい，固形物及び水気の侵入に対する保護 

9.1 総則 この章では，第 2 章でじんあい，固形物及び水気に対して侵入を防ぐ性能をもつものと分類

した照明器具（普通形照明器具を含む。）の要求事項及び試験について規定する。 

9.2 じんあい，固形物及び水気の侵入に対する試験 照明器具の外郭は，じんあい，固形物及び水気の

侵入に対する照明器具の分類及び照明器具に付した IP番号に対する保護等級を備えたものとする。 

備考 この規格で示したじんあい，固形物及び水気の侵入に対する試験は，照明器具の技術的な特徴

のため，必ずしも JIS C 0920の附属書に示された試験と同一ではない。 

IP番号システムの説明は，附属書 Jに示す。 

合否は，9.2.0～9.2.8に規定する試験で判定し，また，他の IP級種は，JIS C 0920の附属書で規定した

試験で判定する。 

IPX8を除き，第二特性数字に関する試験に先立ち，ランプを取り付けた照明器具は，電源を供給し，定

格電圧で安定した動作状態に到達させておく。 

試験用の水の温度は，15 ℃±10 ℃とする。 

照明器具は，透光性の保護カバーをもつものでは，それを取り付け，9.2.0～9.2.8の試験をするために通

常の使用状態で最も不利な位置に取り付け，結線しておく。 

プラグ又は同等の装置で接続している場合，いかなる別置用ランプ点灯装置も同様に，それらは照明器

具の完成品の部分とみなさなければならない。また，試験の対象としなければならない。 

9.2.3～9.2.8の試験で，照明器具本体を取付面に接触して取り付ける定着灯器具は，取付面の間にエキス

パンドメタルのスペーサを挟んで試験する。ただし，取付面への取付方法を製造業者が指定した場合は，

その指定した方法で，取り付けて試験する。スペーサは，少なくとも照明器具の投影寸法と等しくなけれ

ばならない。また，寸法は，次による。 

網目の長手方向 10～20 mm 

網目の短方向  4～7 mm 

より線幅    1.5～2 mm 
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より線厚さ   0.3～0.5 mm 

仕上がり厚さ  1.8～3 mm 

水抜き孔で排水する照明器具は，製造業者の取扱説明書で指示があるものを除き，最下部に水抜き孔が

開いているように取り付ける。 

天井又は軒下取付け用及び取扱説明書に示す防滴形照明器具は，その器具の取付面と接する周辺部分よ

りも，10 mm以上大きい平らな板の下側に取り付けて試験する。 

埋込み形照明器具については，埋め込む部分及び埋込み部から突き出した部分は，それぞれ製造業者の

取扱説明書に示す IP分類に従って試験する。 

備考 9.2.4～9.2.8の試験をするために，照明器具の埋込み部分を囲む箱が，必要になることがある。 

IP2Xの照明器具では，外郭とは，ランプ及び光制御部以外の主要な部分を含む照明器具の部品であるこ

とを意味する。 

備考 照明器具に危険な可動部分がないので，JIS C 0920に規定された安全性のレベルは達成される。 

移動灯器具は，通常の使用状態に結線し，最も不利な姿勢で試験する。 

グランドをもつものは，4.12.5に示す試験の 2/3のトルクで締め付ける。 

工具を使わずに締め付けできる固定ねじ以外のガラスカバー固定ねじは，表 4.1 に規定する数値の 2/3

のトルクで締め付ける。 

ねじを切ってあるふたは，ミリメートル（mm）で表したねじ山の呼び径の値の 1/10に等しい N･mで表

した値のトルクで締め付ける。他の口金を固定するねじは，表 4.1 に規定する値の 2/3 のトルクで締め付

ける。 

試験終了後，照明器具は，第 10章に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。 

なお，検査の結果は，次のとおりでなければならない。 

a) 防じん形照明器具では，導電性のちりがたい積することで，絶縁がこの規格の要求事項に適合しなく

なるような照明器具内の部分に，タルク粉のたい積があってはならない。 

b) 耐じん形照明器具の外郭内にタルク粉のたい積があってはならない。 

c) 導電部，安全特別低電圧部（SELV 部），使用者又は周囲環境に危険を及ぼすおそれのある充電部分，

及び絶縁部分（例えば，沿面距離が第 11章に規定している値以下になり得るような部分）に浸水の形

跡があってはならない。 

d) 水抜き孔は，次による。 

1) 水抜き孔のない照明器具は，水の浸入があってはならない。 

備考 結露を，水の浸入と間違えないよう注意する。 

2) 水抜き孔のある照明器具は，効果的に水抜きができ，かつ，沿面距離及び空間距離が規格で定めて

いる最低レベルを下回らなければ，試験中に結露及び水の浸入があってもよい。 

e) 防浸形及び水中形照明器具では，照明器具内のいかなる部分にも浸水の形跡があってはならない。 

f) IP第一特性数字 2に適用する試験用プローブが，充電部に接触することがあってはならない。 

IP第特性数字 3及び 4に適用する試験用プローブが，照明器具の外郭に侵入することがあってはな

らない。 

4.17に該当する水抜き孔及び冷却のための通気孔がある照明器具は，IP第一特性数字 3及び 4に適

用する試験用プローブが，水抜き孔及び通気孔を通って充電部に接触することがあってはならない。 

浴室などで使用できる防湿形照明器具では，9.2.9Aによる防湿試験を行った後，照明器具の内部に正常

な動作を阻害するような湿気の浸入がなく，絶縁抵抗が 1 MΩ以上でなければならない。 
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9.2.0 試験 固形物の侵入を防止した照明器具（IP 第一特性数字 2）は，この規格の第 8 章及び第 11 章

の要求事項で，JIS C 0920の附属書に規定した標準試験指を用いて試験する。 

備考1. IP第一特性数字 2の照明器具は，JIS C 0920の附属書に規定している鋼球を用いた試験を必

要としない。 

2. 標準試験指は，附属書 JAを参照する。 

固形物の侵入を防止した照明器具（IP第一特性数字 3及び 4）は，電線孔を除く照明器具のあらゆる場

所で表 9.1に示す力を加え，JIS C 0920の附属書で規定している試験用プローブ C又は D（附属書 JB参

照）で試験する。 

表 9.1 固形物の侵入を防止した照明器具の試験 

 JIS C 0920による
試験用プローブ 

プローブワイヤの外径
mm 

加える力 
N 

IP第一特性数字 3 C 2.5＋0.05 
0 

3±10 ％ 

IP第一特性数字 4 D 1＋0.05 
0 

1±10 ％ 

プローブワイヤの端部は，長手方向に直角に切断し，ばりがあってはならない。 

9.2.1 防じん形照明器具（IP第一特性数字 5）は，図 6に示すのと同等のタルク粉が気流で常時浮遊する

じん（塵）室で試験する。部屋には立方メートル当たりの体積で 2 kgのタルク粉を入れておく。タルク粉

は，針金の呼び径が 50 µmで針金間の呼び間隔が 75 µmの正方形の網目の網を通り，粒子の寸法は最小 1 µm

までとし，また，5 µm以下の粒子の質量は，少なくとも 50 ％以上とする。同じタルク粉は，20回を超え

る試験に使用しないほうがよい。 

試験は，次の手順で行う。 

a) 照明器具をじん室の外につるし，定格電圧で動作させて動作温度に到達させる。 

b) 動作状態の照明器具をできるだけ静かにじん室内に置く。 

c) じん室の扉は，閉める。 

d) タルク粉の浮遊状態を発生させるファン／ブロアに電源を供給する。 

e) 1分後照明器具の電源を遮断し，更にタルク粉の浮遊を続かせながら 3 時間放置する。 

備考 ファン／ブロアの電源の供給から照明器具の電源遮断までの間の 1分間は，最初の冷却時にタ

ルク粉が照明器具の周りにほどよく浮遊する状態を保つためのもので，小さな照明器具にとっ

ては最も重要である。照明器具は，じん室が過熱しないように a）に示すように最初に動作さ

せておく。 

9.2.2 耐じん形照明器具（IP第一特性数字 6）は，9.2.1で試験する。 

9.2.3 防滴形照明器具（IP第二特性数字 1）は，照明器具の上方 200 mmの高さから垂直に降る毎分 3 mm

の人工雨に 10分間さらす（試験装置は，JIS C 0920の附属書参照。）。 

9.2.4 防雨形照明器具（IP第二特性数字 3）は，図 7に示す散水装置で 10分間の散水にあてる。半円管

の半径は，できる限り小さくし，しかも照明器具の大きさ及び位置に対して適切なものとする。 

半円管には，水の散水が中心に向くように孔をあけておく。また，装置の入り口における水圧が約 80 

kN/m2とする。 

半円管は，垂直から片側で 60°ずつ，両側で 120°の範囲にわたって振動させ，1振動（2×120°）を完

了する時間は，約 4秒とする。 
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照明器具は，その端にも散水が適切に当たるように，半円管の回転軸よりも上側に取り付ける。照明器

具は，試験の間毎分 1回の速さでその垂直軸の周りを回転させる。 

10 分間の試験の後，照明器具の電源を遮断して，散水を更に 10 分間続けながら，照明器具を自然冷却

させる。 

なお，この試験は，JIS C 0920の 14.2.3 b）の散水ノズルによる試験に代替してもよい。 

9.2.5 防まつ形照明器具（IP第二特性数字 4）は，図 7に示し，9.2.4に規定した散水装置で，10分間あ

らゆる方向から散水に当てる。照明器具は，その端部にも散水が適切に当たるように半円管の回転軸より

も下に取り付ける。 

半円管は，垂直から片側で 180°ずつ，両側でほぼ 360°の範囲にわたって振動させ，その 1 振動（2×

360°）を完了する時間は 12秒とする。照明器具は，試験の間毎分 1回の速さでその垂直軸の周りを回転

させる。 

試験中の供試品の支持台は，障壁として作用することを避けるために格子の形にしておく。10分間の試

験の後，照明器具の電源を遮断して自然に冷却させながら，さらに，10分間散水を続ける。 

なお，この試験は，JIS C 0920の 14.2.4 b）の散水ノズルによる試験で代替してもよい。 

9.2.6 噴流形照明器具（IP第二特性数字 5）は，電源を遮断した直後に，図 8に示す形状と寸法のノズル

が付いたホースで，15分間すべての方向から注水する。ノズルは，供試品から 3 m離して取り付ける。 

ノズルの出口における水圧は，水量が 12.5 l/min±5 ％（約 30 kN/m2）になるようにしなければならない。 

9.2.7 暴噴流形照明器具（IP第二特性数字 7）は，電源を遮断した直後に，図 8に示す形状と寸法のノズ

ルで 3分間すべての方向から噴流をかける。ノズルは供試品から 3 m離して取り付ける。 

ノズルに出口おける水圧は，水量が 100 l/min±5 ％（約 100 kN/m2）になるようにしなければならない。 

9.2.8 防浸形照明器具（一時的潜水）（IP 第二特性数字 7）は，電源を遮断した直後に，照明器具の頂部

が少なくとも水面下 150 mmの位置になるようにし，30分間完全に水中に浸しておく。照明器具は，通常

の固定方法で保持しておく。蛍光灯器具は，発光部を上方に向け，照明器具の最下部が水面下 1 mの位置

に水平に固定しておく。 

備考 この試験方法は，水中で動作するのを目的とする照明器具については，十分に厳しいとはいえ

ない。 

9.2.9 水中形照明器具（IP第二特性数字 8）は，照明器具外郭の温度が，試験水槽の水温よりも 5～10 ℃

高くなるように，ランプ点灯又は他の適切な方法で加熱する。 

次に照明器具は，電源を遮断して，定格最大水没深さで受ける圧力の 1.3 倍の水圧がかかるようにして，

30分間放置する。 

9.2.9A 浴室などで使用する照明器具は，被試験品（外郭）を相対湿度 91～95 ％に維持した微風のある恒

温槽の中に，通常使用での最も不利な姿勢に置く。恒温槽の中は，被試験品が置かれているすべての場所

で，35～40 ℃の間の適切な温度 t ℃±1 ℃以内とし，点灯状態で 8 時間保持し，引き続き常温・常湿の

室内に消灯状態で 16時間放置する。 

この操作を 10回繰り返す。 

9.3 耐湿試験 すべての照明器具は，通常使用状態で起こり得る湿度状態に耐えなければならない。 

合否は，9.3.1に規定する耐湿試験を行った後，直ちに第 10章の試験で判定する。 

ケーブル引込み口がある場合，ケーブル引込み口を開けたままにしておく。ノックアウトが設けてある

ものは，そのうち 1個は開けておく。 

工具を使わずに取り外せる部品，例えば，電気構成部品，カバー，保護ガラスなどは取り外し，試験の
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必要があれば，本体と一緒に耐湿試験をする。 

9.3.1 照明器具は，相対湿度 91～95 ％に維持した微風のある恒湿槽の中に，通常使用での最も不利な姿

勢に置く。気温は，供試品が置かれているすべての場所で，20～30 ℃の間の適切な温度 t ℃±1 ℃以内

とする。 

供試品は，恒湿槽に入れる前に，t～（t＋4）℃の間の温度にしておく。供試品は，恒湿槽に 48時間保持

する。 

備考 供試品は，耐湿試験の前に，4 時間以上 t～（t＋4）℃の間の室温に置いておけば，ほとんどの

場合，規定の温度になる。 

恒湿槽で規定の状態を作り出すためには，内部の空気の循環を一定に保つことを必要とし，一般的には

断熱した恒湿槽を用いなければならない。 

この試験の後，供試品は，この規格の要求事項への適合に影響を及ぼすような損傷があってはならない。 

10. 

第 10章 絶縁抵抗及び耐電圧 

10.1 総則 この章では，照明器具の絶縁抵抗及び耐電圧に関する要求事項及び試験について規定する。 

10.2 絶縁抵抗及び耐電圧 照明器具の絶縁抵抗及び耐電圧は，適切でなければならない。 

合否は，事前に取り外した部品を再度取り付けた後，供試品を，規定した温度の恒湿槽又は室内で，10.2.1

及び 10.2.2の試験で判定する。 

もしスイッチがあれば，スイッチの動作で分離する充電部間の試験を除いて，すべての試験でスイッチ

を ONの位置にしておかなければならない。 

これらの試験の間は，試験電圧が構成部品類の絶縁に加えるが，容量性又は誘導性機能要素のある次の

ような構成部品類は，切り離しておかなければならない。 

a) 並列接続したコンデンサ 

b) 充電部と本体との間のコンデンサ 

c) 充電部間に接続したチョークコイル又は変圧器 

絶縁材の裏打ち又は隔壁の上に金属はくを置くことが不可能な場合には，取り出した 3個の絶縁材の裏

打ち又は隔壁を直径 20 mmの 2個の金属球間に置き，これら金属球を 2 N±0.5 Nの力で押して，試験を実

施しなければならない。 

直流電源用蛍光灯電子安定器に関する試験の条件は，IEC 61347の規定によらなければならない。 

備考 充電部と本体との間，及び人の触れるおそれのある金属部と絶縁材の内張り又は隔壁上の金属

はくとの間の絶縁は，要求する絶縁の種類に従って試験する。用語“本体”は，人が触れるお

それのある金属部，人が触れるおそれのある固定用ねじ及び絶縁材料の人の触れるおそれのあ

る部分に接した金属はくを含む。 

制御装置を内蔵する照明器具では，照明器具の電源電圧より高い定格のランプ回路電圧が存在する場合

がある。この照明器具の耐電圧試験は，動作電圧（U）の代わりに制御装置に表示された定格出力動作電

圧（Uout）によって定める。 

10.2.1 試験－絶縁抵抗 絶縁抵抗は，耐湿試験の後及び温度試験（通常動作）の後で，おおよそ 500 Vの

直流電圧を 1分間印加後に測定する。 

照明器具の安全特別低電圧部の絶縁については，測定に使用する直流電圧は，100 Vである。 

絶縁抵抗は，表 10.1に規定した値以上とする。 

クラスⅡ照明器具の充電部と器体との間の絶縁は，基礎絶縁及び付加絶縁を別々に試験することができ
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る場合には試験しない。 

表 10.1 最小絶縁抵抗 

最小絶縁抵抗 
MΩ 

絶縁部分 

クラス 0，クラスⅠ
照明器具 

クラスⅡ 
照明器具 

クラスⅢ 
照明器具 

安全特別低電圧：  

異極導電部間 a a a 

導電部と取付面*との間 a a a 

導電部と照明器具の金属部の間 a a a 

安全特別低電圧以外  

異極充電部間 b b － 

充電部と取付面*との間 b bかつ c，又は d － 

充電部と照明器具の金属部の間 b bかつ c，又は d － 

スイッチの動作で異極となる導
電部間 

b bかつ c，又は d － 

安全特別低電圧の電圧について
の基礎絶縁（a） 

1 

安全特別低電圧以外の電圧につ
いての基礎絶縁（b） 

2 

付加絶縁（c） 2 

二重絶縁又は強化絶縁（d） 4 

注* 取付面は，この試験用に金属はくで覆われている。 

絶縁材の裏打ち又は隔壁は，これらがなければ，充電部と人の触れるおそれのある金属部との距離が第

11章の規定以下になる場合にだけ試験を行う。 

ブッシング，コード押さえグリップ，ワイヤキャリア及びクリップの部分の絶縁物は，表 10.1によって

行う。試験は，ケーブル又はコードを，金属はくで覆うか又は同じ直径の金属棒に置き代えて行う。 

これらの要求事項は，電源に接続するが感電を生じる可能性がない始動補助導体には適用しない。 

備考 充電部であってもこれが感電を生じる可能性があるか否かの判断は，附属書 Aによる。 

10.2.2 試験－耐電圧 

a) 50 Hz又は 60 Hzの周波数で，表 10.2に規定された値をもつ，正弦波の電圧を，表 10.2に示す絶縁物

に 1分間印加しなければならない。 

最初は，規定した電圧の半分以下を印加し，その後，規定した電圧値まで徐々に上げる。この場合，

規定した電圧に達した後の印加時間を規定の時間とみなす。 

耐電圧試験器の変圧器は，出力電圧を適切な試験電圧に調節した後，出力端子を短絡したとき，出

力電流は，200 mA以上でなければならない。 

出力電流が 100 mA未満のとき，過電流リレーが動作してはならない。 

試験電圧の実効値は，既定値の±3 ％の範囲内になるよう注意しなければならない。 

試験品の周囲に金属はくを用いる場合，絶縁物の端部でフラッシオーバが生じないように金属はくの置

き方に注意しなければならない。 

強化絶縁及び二重絶縁の両方を含むクラスⅡ照明器具については，強化絶縁に印加する電圧が，基礎絶

縁又は付加絶縁に過電圧とならないよう注意する。 
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電圧降下のないグロー放電は，無視する。 

フラッシオーバ又は絶縁破壊が試験中に生じてはならない。 

制御装置を内蔵する照明器具では，照明器具の電源電圧より高い定格のランプ回路電圧が存在する場合

がある。この照明器具の耐電圧試験は，動作電圧（U）の代わりに制御装置に表示された定格出力動作電

圧（Uout）により定める。 

これらの要求事項は，電源に接続するが感電を生じる可能性がない始動補助物には適用しない。 

b) イグナイタを備えた照明器具については，パルス電圧がかかる照明器具の部分の耐電圧は，照明器具

の絶縁，配線及び類似した部分が適切であることを保証するために，回路中にランプを取り付けず，

イグナイタを動作させて試験する。 

イグナイタを備えた照明器具で，ランプを装着して初めて最大パルス電圧への保護ができるソケッ

トをもつものは，この試験のために模擬ランプを装着して試験を行わなければならない。 

備考1. 模擬ランプは，形式試験供試品とともに提出する。 

2. この要求事項は，パルス電圧が放電ランプの熱間再始動を保証するレベルまで上昇するのを

許容しながら，口金／受金を適度な大きさに保つことを可能にする（例えば，スタジオ用）。 

イグナイタを備えた照明器具は，24時間の間，ランプなしで，定格電圧の電源に接続する。この時間中

に不良となるイグナイタがあれば，直ちに交換する。 

表 10.2 に規定した値による耐電圧試験は，イグナイタを含むすべての端子（接地端子を除く。）を一括

して印加する。 

押しボタンのような手動イグナイタを備えた照明器具では，ランプを装着しないで照明器具に加える電

圧を定格電圧とし，“3秒 ON／10秒 OFF”のスイッチングサイクル試験を 1時間行う。この試験は 1個の

イグナイタで行う。 

JIS C 8147-2-9に準拠した動作時間制限装置付きイグナイタ（安定器に内蔵したものを含む。）を備えた

照明器具は，OFF期間を 2分間とし，250 回の ON／OFFサイクルにする以外は上記と同様の試験を行う。 

フラッシオーバ又は絶縁破壊が耐電圧試験中に生じてはならない。 

10.2.2.A 始動装置を内蔵するランプを使用する照明器具については，JIS C 8147-2-9の 15.2で行う。ただ

し，供試品数は 1個とする。 
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表 10.2 耐電圧 

試験電圧 
V 

絶縁部分 

クラス 0，クラスⅠ
照明器具 

クラスⅡ 
照明器具 

クラスⅢ 
照明器具 

安全特別低電圧  

異極導電部間 a a a 

導電部と取付面*との間 a a a 

導電部と照明器具の金属部の間 a a a 

安全特別低電圧以外  

異極充電部間 b b － 

充電部と取付面*との間 b bかつ c，又は d － 

充電部と照明器具の金属部の間 b bかつ c，又は d － 

スイッチの動作で異極となる
導電部間 

b bかつ c，又は d － 

安全特別低電圧の電圧につい
ての基礎絶縁（a） 

500 

安全特別低電圧以外の電圧に
ついての基礎絶縁（b） 

2U＋1 000 

付加絶縁（c） 2U＋1 750 

二重絶縁又は強化絶縁（d） 4U＋2 750 

注* 取付面は，この試験用に金属はくで覆われている。 
   U＝動作電圧 

10.3 漏れ電流  

10.3.1 正常な作動をする照明器具の電源の各極と照明器具の本体（表 10.2 を参照）間に生じる漏れ電流

は，表 10.3の値を超えてはならない。 

表 10.3 漏れ電流 

電流照明器具のタイプ 漏れ電流の最大実効値 3) 

クラス 0及びクラスⅡ1) 0.5 mA 
クラスⅠ 移動灯 2) 1.0 mA 
クラスⅠ 定着灯で定格入力が 1 kVA以下の場合 1) 1.0 mA 
クラスⅠ 定着灯で定格入力が 1 kVAを超える場合 1) 1.0 mA/kVAの割合で増加し，最大は 5.0 mA 

注 1) IEC 60990の 5.1.1の知覚電流（交流）に対して加重されたもので測定した値。 
2) IEC 60990の 5.1.2の離脱電流（交流）に対して加重されたもので測定した値。 
3) IEC 60990の図 4と図 5の回路が使われるとき，ピーク電圧の U2と U3はそれぞれ測定されて，
実効値（RMS）に変換されることとする。 

適否は，IEC 60990の第 7章で判定する。 

備考1. 交流用電子安定器を備えた照明器具では，漏れ電流は，ランプの高周波点灯のために，ラン

プと接地した始動補助導体との間の距離に非常に影響を受けることがあるので，漏れ電流測

定に当たり，その距離には十分注意する。 

2. 回路特性上からノイズフィルタ（雑音防止コンデンサなど）を設けたものでは，その部分を

切り離して測定してもよい。 

11. 
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第 11章 絶縁距離 

11.1 総則 この章では，照明器具の絶縁距離の最低要求事項について規定する。 

11.2 沿面距離及び空間距離 附属書Mに記載した部品間は，適切な距離をおかなくてはならない。照明

器具の安全特別低電圧部についても同様に適切な間隔をおかなくてはならない。普通形照明器具の沿面距

離及び空間距離は，表 11.1 及び表 11.3 に示す値以上でなければならない，IPX1 又はそれ以上のクラスの

器具では，表 11.2及び表 11.3に示す値以上でなければならない。 

両極性からなる一対の通電部間の距離は，基礎絶縁の要求事項に適合しなければならない。 

備考1. 汚染度又は過電圧カテゴリ分類に関しては，JIS C 0664を参照する。 

2. 普通形器具で，表 11.1及び表 11.3に規定する最小距離は，次の判断基準に基づいている。 

a) 通常は，非導電性の汚れが生じるだけであるが，凝縮でときおり導電性となる汚れは，汚

染度 2とする。 

b) 基礎絶縁：過電圧カテゴリ－Ⅰ 

c) 付加絶縁及び強化絶縁：過電圧カテゴリ－Ⅱ 

3. IPX1 又はそれ以上のクラスの器具について，表 11.2 及び表 11.3 に規定する最小距離は，次

の基準に基づいている。 

a) 乾燥状態では，非導電性の汚れが生じるだけであるが，凝縮でときおり導電性となる汚れ

は，汚染度 3とする。 

b) すべての絶縁：過電圧カテゴリ－Ⅱ 

11.2.1 照明器具の端子に接続し得る最大断面積の導体を接続したとき及び導体を接続しないときの測定

を行い，次の基準で合否の判定をする。 

a) 幅 1 mm未満の溝の沿面距離は，その溝の幅を沿面距離として取り扱う。 

b) 要求する空間距離が，1 mmを超える場合には，幅 1 mm未満の空げき（隙）は，空間距離測定の際に

無視する。 

c) 機器用インレット付きの照明器具では，適合する接続器を接続して測定する。 

d) 外部が絶縁物で，ここにスリット又は開口部のある場合の絶縁距離は，人が触れるおそれのある表面

に金属はくを密着させて測定する。はくは，JIS C 0920に規定する関節付き試験指で，コーナー部及

び同様の部位に押さえて密着させるが，開口部に押し込むことはしない。 

e) コンパウンドで完全にシールした構成部品内の沿面距離は，測定対象外とする。コンパウンドでシー

ルした構成部品例としては，コンパウンドで完全にシールしている構成部品又はコンパウンドが充て

んした構成部品がある。 

f) 表の値は，別に IEC規格に整合化された JISがある構成部品には適用しないが，照明器具内へ取り付

ける場合は，本体及び他の構成部品との距離に対しては，表の値を適用する。 

g) 電源端子の沿面距離は，端子の充電部と人が触れるおそれのある金属部間との距離を測定する。空間

距離は，電源電線の端子入口と人が触れるおそれのある金属部間，すなわち，最大断面積の裸導体と

人が触れるおそれのある金属部との間の距離を，測定する。端子の内部配線側の空間距離は，端子の

充電部と人が触れるおそれのある金属部間の距離を，測定する（図 24参照）。 

備考 照明器具の製造業者は，器具取付け作業者が電源ケーブルの被覆を取り除く長さを管理できな

いので，電源ケーブルからの空間距離と，内部配線からの空間距離の測定方法が異なっている。 

配線押さえ，コード止め具，線ぴ（樋），支持具で決まる沿面距離及び空間距離の場合，測定は適合する

ケーブルを取り付けて行う。 



63 
C 8105-1：2005  

 

表 11.1 普通形照明器具の交流（50/60 Hz）正弦波電圧用最小距離 
（変換ガイドは附属書Mに示す。） 

距離 mm 使用電圧（実効値）V 
50 150 250 500 750 1 000 

沿面距離        
基礎絶縁 PTI≧600 0.6 1.4 1.7 3 4 5.5 
 ＜600 1.2 1.6 2.5 5 8 10 
付加絶縁 PTI≧600 － 3.2 3.6 4.8 6 8 
 ＜600 － 3.2 3.6 5 8 10 
強化絶縁  － 5.5 6.5 9 12 14 

空間距離        
基礎絶縁  0.2 1.4 1.7 3 4 5.5 
付加絶縁  － 3.2 3.6 4.8 6 8 
強化絶縁  － 5.5 6.5 9 12 14 
PTI（Proof Tracking Index：保証トラッキング指数）は，IEC 60112による。 

使用電圧が表に示した中間の値のときの沿面距離及び空間距離は，前後の値を用いて直線補間法で求め

る。使用電圧が 25 V未満の沿面距離及び空間距離は，表 10.2の耐電圧で十分な考慮がなされているので

最小絶縁距離は規定しない。 

表 11.2 IPX1又はそれ以上のクラスで照明器具の交流 （50/60 Hz）正弦波電圧用最小距離 
（変換ガイドは附属書Mに示す。） 

距離 mm 使用電圧（実効値）V 
50 150 250 500 750 1 000 

沿面距離        
基礎絶縁 PTI≧600 1.5 2 3.2 6.3 10 12.5 

 600＞PTI≧175 1.9 2.5 4 8 12.5 16 
付加絶縁  － 3.2 4 8 12.5 16 
強化絶縁  － 5.5 6.5 9 12.5 16 

空間距離        
基礎絶縁  0.8 1.5 3 4 5.5 8 
付加絶縁  － 3.2 3.6 4.8 6 8 
強化絶縁  － 5.5 6.5 9 12 14 
PTI（Proof Tracking Index：保証トラッキング指数）は，IEC 60112による。 

h) トラッキングが起こる可能性のない部分，すなわち，保護接地しない部分及び充電部とならない部分

の沿面距離は，PTI≧600の材料に対して規定した値が実際の PTIの値に関係なくすべての材料に適用

する。 

i) 動作電圧の印加する時間が，60 秒未満の場合の沿面距離は，すべての材料に対し PTI≧600 の材料を

対象に決めている値を適用する。 

j) じんあい又は水気による汚損にさらされるおそれのない部分の沿面距離に対しては，PTI≧600の材料

に対して規定した値を実際の PTIの値に関係なく適用する。 

表 11.3 正弦波及び非正弦波パルス電圧用最小距離 

定格パルス・ピーク電圧 kV  

2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10 12 15 20 25 30 40 50 60 80 100

最小空間距離  mm 1.0 1.5 2 3 4 5.5 8 11 14 18 25 33 40 60 75 90 130 170
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沿面距離は，要求する最小空間距離以上でなければならない。 

正弦波電圧と非正弦波パルス電圧とが，同時に加わる部分の距離は，最小要求距離は表 11.1～11.3 に規

定した値のうち，大きい方の値以上でなければならない。 

12. 

第 12章 耐久性試験及び温度試験 

12.1 総則 この章では，照明器具に要求する，耐久性試験及び温度試験について規定する。 

12.2 ランプ及び安定器の選択 この章の試験に使用するランプは，附属書 Bに従って選択する。 

長時間定格電力を超えて使用する耐久性試験用ランプは，温度試験に使用してはならない。通常温度試

験に使用したランプは，異常温度試験に使用してもよい。 

試験に用いる安定器は，安定器を内蔵しない照明器具で，安定器が照明器具とともに供給されない場合，

通常に生産している標準品であり，関連する安定器の規格に適合したものの中から選択する。 

試験用ランプに供給する電力は，標準試験条件で安定器で点灯するとき，ランプ電力の目標値の±3 ％

以内とする。 

備考1. 標準試験条件については，関連するランプ及び安定器の JISを参照。 

2. 関連するランプの性能規格では，定格電力は“目標とする電力”を示す。この“目標とする

電力”は，この規格の将来の版で訂正されるであろう。 

12.3 耐久性試験 実用上の冷熱サイクルに相当する状態で，照明器具は，不安全又は早期に故障が発生

してはならない。合否は，12.3.1の試験で，判定する。 

12.3.1 試験  

a) 照明器具は，周囲温度を制御できる温度測定室の中に取り付ける。 

照明器具は，通常温度試験の場合と同様の支持面に同じ点灯姿勢で取り付ける（12.4.1参照）。 

b) 温度測定室内の周囲温度は，試験中，（ta＋10）℃±2 ℃の範囲とする。ta は，照明器具に特に表示が

なければ 25 ℃とする。温度測定室の室内温度は，附属書 Kに従って測定する。照明器具に内蔵しな

い安定器は，測定室外の，周囲温度 25 ℃±5 ℃の場所に置いてもよい。 

c) 照明器具は，温度測定室内で，24時間を 1サイクルとした連続 7サイクルを繰り返し，総試験時間 168

時間の試験を行う。サイクルごとに，サイクルの最初から 21時間までは，12.3.1 d）に示す電源電圧

を印加し，残りの連続 3時間は消灯する。初期の点灯期間は，第 1サイクルに含める。 

回路条件は，1～6サイクル目を通常点灯とし，7サイクル目を異常点灯とする（附属書 C）。電気モ

ーター（例えばファンなど）を内蔵する照明器具では，試験結果に最も悪影響を与える異常状態を選

択しなければならない。12.5.1 a）に示すような異常動作のない照明器具では，総試験時間を 240時間

とする（通常点灯で 24時間を 1サイクルとした 10サイクル）。 

d) 動作期間中の電源電圧は，白熱灯器具の場合，試験に使用するランプに定格電力を与える電圧値の

（1.05±0.015）倍とする。蛍光灯及びその他の放電灯器具の場合，定格電圧（定格電圧に範囲がある

場合は，その最大電圧）の（1.10±0.015）倍とする。 

e) 照明器具が，故障が原因で動作が止まった場合は，次による。 

－ ランプを含め照明器具部分の偶発の故障により動作が止まった場合は，12.4.1 g）を適用する。 

－ もし，最初の 6サイクル中に熱的保護装置が動作した場合は，試験は次の 1）及び 2）に変更する。 

備考 照明器具内の熱的保護装置には，安定器に内蔵した熱的保護装置も含む。 

なお，安定器に内蔵した熱的保護装置とは，JIS C 8147-2-3，JIS C 8147-2-8及び JIS C 8147-2-9

に規定した保護機能付き安定器の保護機能を与える装置をいう。 
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1) 復帰形保護装置を内蔵した照明器具の場合は，その装置が復帰するまで照明器具を冷却しなけれ

ばならない。非復帰形熱的保護装置（温度ヒューズ，過熱保護形安定器など）を内蔵した照明器

具の場合は，その装置を交換しなければならない。 

2) すべての種類の照明器具で，回路条件と試験周囲温度を保護装置の動作直前の状態に調節し，試
験時間の総計が 240時間になるまで試験を継続する。保護装置が働かないように照明器具を（そ

のときの電圧又は周囲温度が）定格性能以下に調節する必要がある場合は，不合格とする。 

－ もし，7 サイクル目の異常動作試験中に熱的保護装置が動作した場合は，冷却するか又は非復帰形

の回路の場合は保護装置を交換して，保護回路が動作しなくなるような方法で回路又は／及び温度

を調整して試験を続ける。 

備考 もし，遮断装置が 7サイクル目（異常動作）に働く場合は，意図した保護機能が立証されたと

みなす。 

動作が中断したことを表示する設備があることが望ましい。試験の実効継続時間は，中断したために減

少があってはならない。 

12.3.2 合否 12.3.1の試験の後で，照明器具，照明器具用ライティングダクト及びライティングダクト関

連構成部品は，目視検査をする。照明器具のすべての部品に故障があってはならない。ただし，12.3.1 e）

で規定した熱的保護装置の動作を含み偶発の故障によるものは除く。照明器具に不安全な状態があっては

ならない。樹脂製ねじ込み形ソケットは，変形してはならない。また，ライティングダクトに損傷を与え

ることがあってはならない。不安全な劣化には，き裂，焦げ，変形なども含む。照明器具の表示は，読み

取れなければならない。 

12.4 温度試験（通常動作） 通常の使用を代表する状態で，ランプを含む照明器具の各部品，照明器具

内部の電源電線及び照明器具の取付面に安全性を損なう温度上昇があってはならない。また，照明器具が

動作温度に達したときに，人が触れる部分，取り扱う部分，調製する部分及び握る部分は，過度の温度上

昇があってはならない。照明器具は，照明する対象物を過度に熱することがあってはならない。ライティ

ングダクト用照明器具は，ライティングダクトを過度に熱することがあってはならない。 

合否は，12.4.1の試験で，判定する。 

ライティングダクトの温度を測定する試験条件は，JIS C 8472の 12.1を適用する。 

電気モーターを内蔵する照明器具では，このモーターは試験の間中，通常の使用条件で動作させなけれ

ばならない。 

12.4.1 温度は，次の条件で，12.4.2の指示に従って測定しなければならない。 

a) 照明器具は，周囲温度の変化が少ない風防容器の中で試験する。 

造営材に取り付けることを意図した照明器具は，附属書Dに規定した取付面に取り付けて試験する。

風防容器の例は附属書 Dに示す。附属書 Dに規定するもの以外の測定室は，その測定室での結果が附

属書 Dに規定する風防容器での結果と一致する場合には，使用してもよい［照明器具と別置した安定

器については，12.4.1 h）を参照］。照明器具は，配線用として照明器具に附属した電線及びその他の

材料（絶縁スリーブなど）を使用し電源と接続する。結線は，取扱説明書又は本体注意表示に従って

行う。指示がなく，照明器具に電源と照明器具とを接続するための電線が附属していない場合は，通

常使用する代表的な電線を用いて試験する。このような照明器具に附属しない電線は，以後“試験用

電線”と呼ぶ。温度の測定は，附属書 E及び附属書 Kに従って行う。 

b) 点灯姿勢は，実際の使用で無理なく取り得る姿勢のうち，熱的に最も厳しいものでなければならない。

自在形を除く定着灯照明器具の場合，照明器具の取扱説明書又は本体表示で禁止してある取付け姿勢

では，試験を行わない。自在形照明器具は，被照射物までの最小離隔距離を照明器具に表示している



66 
C 8105-1：2005  

 

場合，表示の最小離隔距離で測定する。ただし，任意の位置に機械的に固定できる装置を備えていな

い照明器具は，反射板の前縁又はランプ先端を取付面から 100 mm離れた位置で測定する。 

c) 風防容器内で照明器具の周囲温度は，10～30 ℃の範囲とするが，25 ℃が望ましい。測定中及び結果

に影響を与える準備期間中の温度は，±1 ℃以内でなければならない。 

なお，蛍光ランプなどでランプが温度の影響を受ける場合又は照明器具の定格周囲温度 taが 30 ℃

を超えている場合には，風防容器の周囲温度は，照明器具の定格周囲温度 ta ℃±5 ℃以内とするが，

taが望ましい。 

d) 照明器具の試験電圧は，次の値とする。 

1) 白熱灯器具は，試験に使用する電球に定格電力の 1.05倍を与える電圧とする。 

なお，この規格発効後 2年間は，照明器具の定格電圧とすることができる。 

温度試験用電球（HTSランプ）を使用する場合は，温度試験用電球に表示した電圧とする。 

備考 試験に使用するランプについては，附属書 Bを参照。 

2) 蛍光灯器具及びその他の放電灯器具は，定格電圧（定格電圧に範囲がある場合は最高値）の 1.06倍

とする。ただし，保護機能付き安定器を使用する器具及び巻線の絶縁階級によって分類する安定器

／変圧器付きの器具の場合は，1.0倍とすることができる。 

安定器を内蔵しない照明器具では，製造業者が指定した安定器を用い，安定器に表示した定格電

圧とする。複数の安定器を指定した場合は，最も厳しい条件となる安定器を用い，安定器に表示し

た電圧とする。 

3) 照明器具に内蔵するモーターは，定格電圧（又は照明器具の定格電圧範囲の最大電圧）の 1.06倍と

する。 

例外 twと表示した構成部品の平均巻線温度の測定及び tcと表示した構成部品のケース表面温度測

定には，試験電圧を定格電圧で行う。ただし，この試験の例外は，巻線又はケースの温度測定

に適用し，前記構成部品についている端子台などには適用しない。蛍光灯器具及びその他の放

電灯器具内で動作するコンデンサは，tc表示の有無にかかわらず，定格電圧の 1.06 倍の電圧で

試験する。 

備考1. 照明器具が，白熱電球，蛍光ランプ，他の放電ランプ又はモータとの組合せの場合，一時的

に別々の電源を供給することができる。 

2. 保護機能付き安定器の要求事項は，JIS C 8147-2-3，JIS C 8147-2-8又は JIS C 8147-2-9によ

る。 

e) 電源電圧は，測定中及び測定直前の期間，試験電圧の±1 ％以内（±0.5 ％以内が望ましい）とする。 

なお，上記の測定に影響する期間，少なくとも 10分間，試験電圧を±1 ％以内に保たなければなら

ない。 

f) 測定は，照明器具が熱的に安定した後に行う。ここでいう安定とは，各部の温度の変化が 1時間当た

り 1 ℃以下になったときをいう。 

g) 照明器具が動作を停止した場合の処置は，次による。 

1) 照明器具がランプを含み欠陥のある部品のために動作を停止した場合は，その部品を取り替えて試

験を継続する。既測定項目は，再度測定しなくともよい。ただし，照明器具は，次の測定を行う前

に安定した状態になっていなければならない。 

2) 照明器具は，危険な状態が発生した場合又は，いずれかの部品が偶発的でない欠陥で動作不能にな

った場合，不合格とする。 
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3) 照明器具は，照明器具内の熱的保護装置が動作した場合，不合格とする。 

h) 照明器具の一部として別置の制御装置／部品がある場合には，製造業者の取扱説明書に従い，取付け

及び動作させる。すべての部分の温度は第 12章の規定の限度を満足しなければならない。 

もし，別置の制御装置を照明器具の部品として供給しない場合は，製造業者は通常代表的に使用す

る制御装置を用意する。制御装置は無風状態の場所で，周囲温度 25 ℃±5 ℃で動作させる。制御装

置の温度は測定しない。 

i) 白熱灯器具の試験結果に疑義が生じた場合，試験は，温度試験用電球（HTSランプ）が入手できる場

合は，HTSランプを用いて再度行う。主として電球の口金温度に左右する部分の温度に対しては，HTS

ランプで得た値を採る。主として放射で左右する部分の温度に対しては，量産品の透明バルブの電球

で得た値を採る。 

j) 3.2.13に規定するスポットライト及び同様の照明器具からの光のビームは，附属書 Dに規定する取付

け板と同様な黒色つや消し塗装の木製の垂直な面に向け被照射面の最大温度を測定する。照明器具は，

取付面から照明器具に表示している距離だけ離して取り付ける。試験の間に，第 13章の試験が要求す

る照明器具の絶縁物の温度についても測定を行う。 

k) 両口金蛍光ランプのソケットの温度測定では，熱電対の測定接点をランプ口金に隣接するソケットの

表面と同一面になるよう取り付ける。もし，それができないときは，できる限りその点に近づけて，

しかも口金に接触しないよう固定する。 

備考 照明器具製造業者は，形式試験サンプル提出時にあらかじめランプソケットに熱電対の測定接

点を取り付けておく。通常このように準備しておくのは 1個のソケットだけでよい。 

l) 合否のための試験中，貫通電線と送り配線には，電線のサイズに許容される最大値，又は製造業者が

取扱説明書で指定する負荷をかける。 

12.4.2 合否 12.4.1の試験を行ったとき，すべての測定箇所の温度は，照明器具がその定格周囲温度 taで

動作時に，表 12.1及び表 12.2に示す最高温度を超えてはならない。 

測定室の室内温度が taと異なっている場合は，その違いを表の限度値を適用するときに，考慮しなけれ

ばならない［12.4.1 c）を参照］。 

a) 12.4.1 d）の規定で，定格電力の 1.05倍の電力を与える電圧，又は定格電圧（定格電圧に範囲がある場

合は最高値）の 1.06倍の電圧で行う場合は，表 12.1及び表 12.2の値に 5 ℃を加えた値を超えてはな

らない。 

備考 5 ℃の許容値は，IEC規格に従い，照明器具の温度測定における避けがたい測定のばらつきを

考慮して採用した。したがって，IEC規格に規定していない定格電圧で試験する場合には，5 ℃

の許容値は認めない。 

b) 使用中に熱的に劣化するおそれのある照明器具の部分の温度は，照明器具の個々の適切な使用期間に

対応する値を超えてはならない。照明器具の主な部分の限度値は，表 12.1に示す。また，照明器具に

使用する材料の限度値は，表 12.2及び附属書 3に示す。 

これらの値は一様な評価をするためにここで規定してあるが，他の材料試験の仕方に基づいて，又

は他の機器などへの適用のために，わずかに異なる値が，他の試験規格に記載してあるかもしれない。 

表12.2に示す温度よりも高い温度に耐える材料を使用する場合又は表以外の材料を使用する場合は，

その材料が保証している上限温度を超えて使用してはならない。 

c) 表 5.1の IEC規格適合電線を使用する場合に限り，塩化ビニル（PVC）電線の場合，90 ℃（クランプ

された場合のように応力が存在するところでは 75 ℃）を超えてはならない。また，電線の使用温度
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が前記値よりも高く，照明器具本体又は第 3章に従って取扱説明書に記載する場合は，記載の温度を

超えてはならない。内部配線又は外部配線に用いる塩化ビニル（PVC）電線の温度限度は，照明器具

に附属する耐熱スリーブの追加保護がある場合でも，120 ℃を超えてはならない。スリーブは，4.9.2

を満足しなければならない。 

表 12.1 12.4.2の試験条件における主要部分の最高温度 

測定箇所 最高温度 ℃ 
ランプ口金 該当 JIS ランプ規格の規定値な

ど 1) 
tw表示のある安定器及び変圧器 tw 

A種絶縁 3) 100 
E種絶縁 3) 115 
B種絶縁 3) 125 
F種絶縁 3) 150 

巻線 
JIS C 4003に規定された絶
縁システムを採用した変
圧器，モーターなど 

H種絶縁 3) 170 
tc表示がある場合 tc

2) ケース（コンデンサ，始動装置，安定器，変換器など）
tc表示がない場合  50 

電線の絶縁物 表 12.2，12.4.2 b）， 
12.4.2 c）参照 

B15，B224)(JIS C 8122) T1 : 165 T2 : 210 Tマークあり 
その他［IEC 608385)

及び JIS C 8122］ 
T 

tマークあり その他  t  
E14，B15(JIS C 8122) 135 
B22(JIS C 8122) 
E26，E17 

165 

E39，E11 225 
E12 100 

JIS C 8280適合
品及び同等品 
JIS C 8324適合
品及び同等品 

T及び tマーク
なし 

蛍光灯用ランプソケッ
ト，スタータソケット
（JIS C 8324）及びその
他のソケット［JIS C 
8121-15)］ 

80 

磁器ソケットの口
金接触部及び磁器
ソケット以外のラ
ンプソケットとス
タータソケットの
絶縁物 

JIS C 8302適合品及び同等品 絶縁物の温度は附属書 3による
Tマークのあるもの T スイッチの周囲温度 
Tマークのないもの  55 

照明器具の他の部分（材料及び使用方法別に） 表 12.2及び 12.4.2 b）参照 
可燃性表面  90 取付面 
不燃性表面 測定しない 
金属部  70 人がしばしば取り扱う部分 6) 
非金属部  85 
金属部  85 人が容易に触れるおそれのある外郭 9) 
非金属部 100 

人が容易に触れるおそれのない外郭 9) 100 
金属部  60 手で握る部分 
非金属部  75 

スポットライトが照射する物体［12.4.1の j）参照］ 90（試験面の温度） 
又は製造業者の宣言値（ただし
90 ℃を超えない値） 



69 
C 8105-1：2005  

 

表 12.1 12.4.2の試験条件における主要部分の最高温度（続き） 

測定箇所 最高温度 ℃ 
ライティングダクト（ライティングダクト用照明器具） ライティングダクト製造業者指

定値 7) 
手で触れるおそれの
あるケース 

75 

差込みプラグ及びソ
ケットの接合面 

70 

コンセント取付け形照明器具及び差込みプラグ付き安
定器／変圧器 

その他の部分 85 
交換可能なグロースタータ  80 8) 
注 1) 該当するランプの JISに規定された値によるほか，特別なランプの使用が表示されているか又は明らかな場

合は，ランプ製造業者によって規定するこの表よりも高い値が許される。 
 JIS C 7527及び JIS C 7802はハロゲンランプのピンチ部の温度測定について規定している。これらの測定
はランプの性能の判断基準から要求されるものであり，照明器具の安全の判断基準のためではない（片口金
蛍光ランプは，通常動作試験下での測定からは除外する。表 12.3参照）。 
 これは JIS C 7551-2の適用範囲に含まれるランプには適用しない。この規格の照明器具の設計に関する情
報は守らなければならない。 

2) 部品製造業者が指定した測定点で測定する。また，コンデンサが JIS C 4908の最高許容温度を表す記号で示
されている場合は，表示記号を最高温度値に置き換える。 

3) 材料のクラス分けは，JIS C 4003及び IEC60216シリーズによる。 
4) 適合するランプの縁で測定した温度。 
5) 2本ピンのランプソケットで，疑義がある場合には，接触片温度測定値の平均を使う。 
6) スポットライトなどで調整の間だけに触れるような部分には，適用しない。 
7) ライティングダクトの温度測定の試験条件は，JIS C 8472の 12.1を参照する。 
8) この温度限界は，安全性ではなく，性能勧告である。 
9)  外郭とは，原則として通常の使用状態において試験指が触れる箇所とする。ただし，次の箇所は除く。 
－ 家庭用つり下げ形蛍光灯器具の電装部上面。 
－ カバーの内側にある光源部の電球等及び反射かさ（笠），グローブ，照明カバー等の内面の部分 
－ 道路照明器具，投光器（投射器を含む。ただし，展示業務照明用である旨の表示が器体の表面にあるも

のに限る。），高天井用器具（その旨の表示が器体の表面にあるものに限り，造営材に接して使用するもの
又は埋め込んで使用するものを除く。）及び舞台，スタジオ用器具の反射かさ（笠），グローブ及び照明
カバー。 

 

表 12.2 12.4.2の試験条件における，照明器具に一般的に用いられる材料の最高温度 

材料 最高温度 
℃ 

シリコーンワニス充てんガラス繊維   200* 
四ふっ化エチレン樹脂（PTFE）   250 
シリコーンゴム（応力の存在なし）   200 
シリコーンゴム（圧縮応力だけ）   170 
塩化ビニル（PVC）    90* 
耐熱塩化ビニル（PVC）   105* 

電線の絶縁物** 
（照明器具に附属する内部及び外
部電線） 

エチレン・ビニル・アセテート（EVA）   140* 
スリーブで保護されていないもの    90*** 固定配線の絶縁物* 

（照明器具に組み込まれない設備
に固定された部分） 

適正なスリーブで保護されているもの   120 

アクリルニトリル－ブタジェン－スチレン（ABS）    95 
セルロース・アセテート・ブチレート（CAB）    95 
ポリメチル・メタリクレート（アクリル）    90 

熱可塑性樹脂 

ポリスチレン    75 
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表 12.2 12.4.2の試験条件における，照明器具に一般的に用いられる材料の最高温度（続き） 

材料 最高温度 
℃ 

ポリプロピレン   100 
ポリカーボネート 130 
塩化ビニル（PVC）（電気絶縁物でない使用の場合） 100 

 

ポリアミド（ナイロン） 120 
無機質充てんフェノール・フォルムアルデヒド（PF） 165 
セルロース充てんフェノール・フォルムアルデヒド（PF） 140 
ユリアフォルムアルデヒド（UF） 90 
メラミン 100 

熱硬化性樹脂 

ガラス繊維強化ポリエステル（GRP） 130 
樹脂充てんの紙／織物 125 
シリコーンゴム（電気絶縁物でない使用の場合） 230 
ゴム（電気絶縁物でない使用の場合） 70 

その他の材料 

木，紙，布など 90 

注* 絶縁物に応力が加わっているとき，例えば，クランプ又は屈曲する場合は，15 ℃減じる。 
** IEC規格適合電線（IEC 60227又は IEC 60245）を使用する場合に適合する。その他のものは，附属書 2
に適合しなければならない。 

*** 一般グレードの PVCでは，通常ケーブルの仕様書で 70 ℃に規定する。しかし，90 ℃も妥当な値である。
なぜなら，“正常動作”といっても，比較的短い期間に，無風状態の室と照明器具の定格値以上の試験電
圧などといった特別な条件で，照明器具を試験するからである。 

 この表に掲げるもの以外の材料は，附属書 2に適合しなければならない。 

12.5 温度試験（異常動作） 照明器具が，異常状態で使用した場合でも，照明器具内の電源電線又は取

付面も含め，照明器具のどの部分も不安全な状態になってはならない。 

備考 不安全な状態とは，ひび割れ，焼け焦げ，変形を含む。 

合否判定のための試験中は，貫通電線には通電しない。 

ライティングダクト用照明器具は，ライティングダクトを過度に熱してはならない。 

合否は，12.5.1に規定した試験を行い判定する。 

12.5.1 試験 安定な状態で，表 12.3に挙げた部分の温度を，次の条件に従って測定する。 

a) 使用中に照明器具が次の 1），2），3）又は 4）の異常動作になる可能性がある場合，試験を実施する。

ただし，各部の温度が 12.4の通常動作より，低い場合は試験を実施しない。 

なお，予備試験が必要となる場合がある。 

二つ以上の異常動作が起こる可能性がある場合，その試験の結果に最も悪影響を及ぼす状態を選定

する。この試験の中で，自在形以外の定着形白熱灯器具は，次の 3）だけを適用する。また，2）は，

蛍光灯器具及び他の放電灯用器具に適用する。 

4）は，ランプソケットの短絡に対して行われ，試験の間，ランプから取付面への放射による温度上

昇は，1）の状態で試験する。そのとき変圧器からの放射による温度上昇は，短絡させたランプソケッ

トの接触片について測定する。 

1) 誤使用以外に不安全な動作姿勢が生じる可能性がある場合。 

例 偶然に自在形照明器具が短時間に器具の最も不利な場所に 30 N 以下の力で押されて取付面に

近接する場合。 

2) 製造不良又は誤使用以外に不安全な回路状態が起こる可能性がある場合。 
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例 ランプ又はスタータの寿命末期時に生じる回路状態（附属書 C参照）。 

3) 特別な電球を使用する白熱灯器具に一般照明用電球を使用したため，不安全な使用状態が生じる可

能性がある場合。 

例 一時的に特殊な電球が，同じ電力の一般照明用電球に交換された場合。 

4) ランプ電圧を供給する変圧器をもつ照明器具で，二次回路（変圧器そのものも含む）の短絡で不安

全な状態が発生する場合。 

モータを内蔵する照明器具は，モータの回転子を回転しないようにロックさせる。 

備考 2個以上のモータをもつ場合は，最も厳しい条件で行う（附属書 C参照）。 

照明器具は，12.4.1 の a），c），e），f），h）及び l）の各項に規定された条件で試験する。さらに，

次の b），c），d）及び e）の各項を適用する。 

b) 試験電圧は，次による。 

1) 白熱灯器具は，12.4.1 d）による。 

2) 蛍光灯器具及びその他の放電灯器具の場合は，定格電圧（定格電圧に範囲がある場合は，最高値）

の 1.1 倍とする。ただし，保護機能付き安定器を使用する照明器具及び巻線の絶縁階級によって分

類される安定器／変圧器付きの器具の場合は，定格電圧（定格電圧に範囲がある場合は，最高値）

とすることができる。 

3) 照明器具に内蔵するモータは，定格電圧又は定格電圧範囲の最大値のいずれかの 1.1倍とする。 

4) 試験 a）の 4）では，定格電圧の 0.9倍から 1.1倍とする。 

備考1. 照明器具が白熱電球，蛍光ランプ，他の放電ランプ又はモータとの組合せの場合，一時的に

別々の電源を使用することができる。 

2. 保護機能付き安定器の要求事項は，JIS C 8147-2-3，JIS C 8147-2-8及び JIS C 8147-2-9に定

める。 

c) 欠陥部品（ランプを含む。）のために，照明器具が途中で動作しなくなった場合，その部品を交換して

試験を続行する。その場合，既に行った測定は，繰り返す必要はない。ただし，継続して次の測定を

行うときには，必ず照明器具が安定状態になってから行う。また，危険な状態が生じたり，又はいず

れかの部品が偶発的でない欠陥で役に立たなくなってしまった場合には，照明器具は，試験に不合格

になったとみなす。 

照明器具内の保護装置（例：非復帰形又は復帰形の，熱的又は電流的な遮断装置）が試験中動作し

た場合，到達した最高温度を最終温度とする。 

d) 照明器具にコンデンサを組み込んでいる場合（電源にじかに並列接続されているコンデンサを除く。），

試験条件のもとでコンデンサにかかる電圧が，自己回復形コンデンサでは，その定格電圧の 1.25 倍，

また，非自己回復形コンデンサは，その定格電圧の 1.3倍を超える場合には，附属書 Cの要求事項に

かかわらず，コンデンサを短絡する。 

e) ランプ仕様で，安定器や変圧器，始動装置に加熱を生じることのあるメタルハライドランプ(2)や高圧

ナトリウム用器具は，附属書 Cの 2）b）に従って測定をする。ただし，非復帰形の保護装置が動作す

るものは，安定器の巻線の温度の評価をしない。 

注(2) 製造業者が仕様書などで，その旨を表明したランプ。 

f) この試験で，非復帰形の保護装置が動作する照明器具であって，次に示すコンデンサについては，コ

ンデンサの温度の評価はしない。 

－ JIS C 4908に規定された保安装置内蔵コンデンサ 
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－ JIS C 4908に規定された保安機構付きコンデンサ 

－ 力率改善用又は進相用以外の，安定器外郭で保護されたコンデンサ 

12.5.2 合否 12.5.1の試験で，定格周囲温度 taで照明器具が動作するとき，各部の温度限度は，表 12.3に

示す最高温度を超えてはならない。ただし，12.5.1 b）の規定で，定格電力の 1.05倍の電力を与える電圧又

は，定格電圧（定格電圧に範囲がある場合は，最高値）の 1.1倍の電圧で行う場合は，表 12.3の値に 5 ℃

を加えた値を超えてはならない。 

測定室の温度が taと異なる場合，その差は表の中の温度限度値を適用するとき考慮しなければならない。 

備考 5 ℃の許容値は，IEC規格に合わせて，照明器具の温度測定における避けがたい測定のばらつ

きを考慮して採用した。したがって，IEC規格にはない定格電圧で測定する場合には，5 ℃の

許容値は認めない。 

表 12.3 12.5.2の試験条件での最高温度 

測定箇所 最高温度 ℃ 
片口金形蛍光ランプの口金 対応する JISによる*** 
巻線  

twが表示されている安定器／変圧器* 
JIS C 4003に規定された絶縁システムを採用した安定器／変圧器，モ

ーターなど 
－A種絶縁** 
－E種絶縁** 
－B種絶縁** 
－F種絶縁** 
－H種絶縁** 

表 12.4及び表 12.5による。 
 
 

150 
165 
175 
190 
210 

コンデンサのケース：  
tcが表示されていない場合 
tcが表示されている場合 

 60 
tc＋10 

取付面：  
－ ランプで照射されている面［12.5.1の a）の 1）の条件による自在
形照明器具］ 175 

－ ランプが加熱する面（JIS C 8105-2-4の 4.12による移動灯器具） 175 

－ 可燃性表面（ 又は マーク表示のある照明器具） 130 

－ 不燃性表面（ 又は マーク表示のない，又は マーク

表示のある照明器具） 
測定しない 

ライティングダクト（ライティングダクト用照明器具） ライティングダクトの製造業者
の指定による 

電源用コンセント組込み照明器具及び差込みプラグ付安定器／変圧器
の手で握るケース部分  75 
注* 安定器上に S表示がない場合は，表 12.4及び表 12.5の S4.5の欄に規定された最高温度を適用する。

** 材料のクラス分けは，JIS C 4003及び IEC 60216シリーズによる。 
*** 測定ポイントと温度限度は JIS C 7618-1の附属書 Cによる。 
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表 12.4 安定器／変圧器の定格電圧の 110 ％（保護機能付き安定器を使用する場合は 100 ％） 

電圧における異常動作状態の巻線の最高温度 

 最高温度 ℃ 
定数 S S4.5 S5 S6 S8 S11 S16 

tw＝90 171 161 147 131 119 110 
95 178 168 154 138 125 115 

100 186 176 161 144 131 121 
105 194 183 168 150 137 126 
110 201 190 175 156 143 132 
115 209 198 181 163 149 137 
120 217 205 188 169 154 143 
125 224 212 195 175 160 149 
130 232 220 202 182 166 154 
135 240 227 209 188 172 160 
140 248 235 216 195 178 166 
145 256 242 223 201 184 171 
150 264 250 230 207 190 177 

 

表 12.5 “D6”と表示された安定器／変圧器の，定格電圧の 110 ％（保護機能付き安定器を使用する 

場合は 100 ％）電圧における異常動作状態の巻線の最高温度 

 最高温度 ℃ 
定数 S S4.5 S5 S6 S8 S11 S16 

tw＝90 158 150 139 125 115 107 
95 165 157 145 131 121 112 

100 172 164 152 137 127 118 
105 179 171 158 144 132 123 
110 187 178 165 150 138 129 
115 194 185 171 156 144 134 
120 201 192 178 162 150 140 
125 208 199 184 168 155 145 
130 216 206 191 174 161 151 
135 223 213 198 180 167 156 
140 231 220 204 186 173 162 
145 238 227 211 193 179 168 
150 246 234 218 199 184 173 

備考 1. 表 12.4（30日間試験），表 12.5（60日間試験）以外の耐久性試験を適用するランプ制御装置に
ついては，JIS C 8147-1の 13.の式（2）を用いて，最高温度を求める。 
なお，この最高温度は，耐久性試験の理論的日数の 2/3の日数に対応する温度である。 

2. 定数 Sの説明と，その用い方については，JIS C 8147-1の 13. を参照。 

12.6 温度試験（ランプ制御装置が故障を起こした状態） この試験は，  又は  マーク付き照明器

具で，ランプ制御装置と取付面との離隔距離が 4.16.1の要求事項に適合しないもの，又は 4.16.2の要求事

項に適合する熱的保護装置を備えていない照明器具に適用する。 

12.6.1 熱的保護装置のない照明器具の試験 照明器具は，12.4.1の a），c），e），f），h）及び l）の各項並

びに次に規定した条件で試験しなければならない。 

a) 照明器具のランプ回路数の 20 ％以上で，少なくとも一つのランプ回路を異常状態にする［12.5.1の a）

参照］。 
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b) 通常動作を行う回路は，取付面に最も熱的影響を及ぼすものを選び，他のランプ回路は通常状態で，

定格電圧（定格電圧に範囲がある場合は，その最大電圧）で動作させる。 

c) 異常動作の試験をする回路は，定格電圧（定格電圧に範囲がある場合は，その最大電圧）の 1.1 倍の

電圧で動作させる。 

d) フィルタコイルをもつ，交流電子ランプ制御装置付きの蛍光灯器具は，そのフィルタコイルに，定格

動作電流が流れるように調節した試験電圧を別電源で加える。ランプ制御装置のフィルタコイル以外

の部品及びランプは，この試験では動作させない。 

備考 d）の試験のために，特別に用意したランプ制御装置が必要である。 

合否は，次による。 

a) 取付面の温度は，異常動作でのランプ回路を定格電圧の 1.1 倍で動作させたとき，130 ℃を超えては

ならない。 

b) 周囲温度及び定格電圧（定格電圧に範囲がある場合は，その最大電圧）の 1.1 倍の電圧で測定した温

度値をグラフにプロットし（図 9参照），これらの点を通る最も良い直線を引く。この直線を延長した

とき，安定器及び変圧器の巻線温度が 350 ℃未満のところで，180 ℃の取付面温度の線に交わっては

ならない。 

c) ライティングダクトに取り付けた照明器具に対して，ライティングダクトの部分は，ひび割れ，焦げ，

変形などの不安全な悪化の兆しがあってはならない。 

12.6.2 温度感知制御素子を安定器及び変圧器の外部に備えた照明器具及び 130 ℃を超える温度を付記し

た  マーク表示のある熱的保護機能付き安定器をもつ照明器具の試験 12.6.1に規定する試験準備をする。 

試験は，次による。 

a) 異常動作にした回路に通電し，巻線の電流を徐々に増加させ，熱的保護装置が動作するまで続ける。

電流の時間間隔及び増加の割合は，巻線温度及び取付面温度との熱的平衡が，できる限り得られるよ

うなものとする。 

b) 温度ヒューズを備えた照明器具の試験は，試験期間中，照明器具の取付面の最高温度を連続的に測定

する。 

c) 手動復帰形熱的保護装置を備えた照明器具では，試験は 30分の間隔で 3回繰り返す。各 30分間隔の

最後に熱的保護装置を復帰する。 

d) 自動復帰形熱的保護装置を備えた照明器具では，取付面温度が安定するまで試験を続ける。自動復帰

形熱的保護装置は，規定の条件で，安定器の電源を点滅することで 3 回動作させる。 

備考 組み込まれる変圧器が，外郭をもつ場合に適用する試験を行っていない場合は，部品規格でこ

れらの特性が確認されていないので，この試験を実施すべきである。 

合否は，次による。 

温度ヒューズ又は手動復帰形熱的保護装置を備えた照明器具は，試験中に取付面の最高温度は，135 ℃

を超えてはならない。ただし，試験中に保護装置が動作した場合，取付面の温度が表 12.6の最高温度以下

であって，各最高温度に対応する最長時間以内であれば，135 ℃を超えてもよい。 

自動復帰形熱的保護装置を備えた照明器具は，試験中に取付面の最高温度は，130 ℃以下でなければな

らない。 

さらに，保護装置が動作した後，再び復帰したときの取付面の温度は，110 ℃を超えてはならない。 

 

 

… 
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表 12.6 温度過昇限度時間 

取付面の最高温度 
℃ 

135 ℃からの最高温度になるまでの最長時間 (3) 
分 

180を超える 0 
175を超え 180以下 15 
170を超え 175以下 20 
165を超え 170以下 25 
160を超え 165以下 30 
155を超え 160以下 40 
150を超え 155以下 50 
145を超え 150以下 60 
140を超え 145以下 90 
135を超え 140以下 120 

注(3) 最高温度になるまでの時間とは，表面温度が最初の制限温度（135 ℃）
を超えた瞬間から，最高温度に達するまでの時間をいう。 

試験の結果，次を適用する。 

入力 ON／OFFを手動でリセットする場合は，試験中取付面のいかなる部分も 180 ℃を超えてはならな

い。また，自動リセットの場合は 130 ℃を超えてはならない。 

ライティングダクトに取り付けた照明器具の試験後，ライティングダクトの部分は，ひび割れ，焦げ，

変形などの不安全な劣化があってはならない。 

12.7 合成樹脂製照明器具に使用するランプ制御装置又は電子装置の故障状態に関する温度試験 この試

験は，熱可塑性樹脂外郭をもつ照明器具に適用する。ただし，4.15.2 に示す機械的に特別な構造を設け，

照明器具外郭に対し温度の影響を受けないようなものは除く。 

12.7.1 温度感知制御素子のない照明器具に対する試験 照明器具は，12.4.1の a），c），e），f），h）及び l）

に規定した条件並びに次の条件で試験を行う。 

a) 照明器具のランプ回路数の 20 ％以上で，少なくとも一つのランプ回路を異常状態にする［12.5.1の a）

参照］。 

b) 取付面及び露出部に最も熱的影響の大きな回路を選び，他のランプ回路は，定格電圧の通常状態で動

作させる。 

c) 異常動作にした回路は，定格電圧（定格電圧に範囲がある場合は，その最大電圧）の 1.1 倍の電圧で

動作させる。 

d) 温度が安定した後，最も高い巻線温度値，取付面及び最も熱的影響を受けた露出部の最高温度値を測

定する。電子回路の中に組み込まれた小さな巻線の温度は測定しなくともよい。 

図 9に示す方法で，安定器／変圧器の巻線温度が 350 ℃になるときの安定器／変圧器の固定部及びその

他の露出部の温度を推定し，その温度が JIS K 7191-2に定義した方法 Aで規定したその材料の荷重たわみ

温度を超えてはならない。 

12.7.2 安定器又は変圧器に内蔵又は外付けされた温度感知制御素子をもつ照明器具の試験 照明器具は，

12.7.1の a），b）及び c）に規定したように準備する。 

異常動作の回路は，温度感知制御素子が動作するまで，巻線に電流を徐々に増加させるように動作させ

る。 

なお，電流の増加の割合は，巻線温度及び取付面又は最も熱的影響を受ける露出部の温度との平衡が，

できるだけ得られるように設定する。 
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試験中，測定点の最高温度を連続的に測定記録する。 

手動リセット熱的保護装置付き照明器具は，30分間隔で 6回試験を繰り返す。30分ごとに手動リセット

熱的保護装置をセットし直す。 

自動熱的保護装置付き照明器具は，温度が一定になるまで，試験を実施する。 

合否は，次による。 

温度ヒューズ，手動／自動リセット熱的保護装置の試験中，取付面又は最も熱的影響を受ける露出部の

最高温度は，JIS K 7191-2に定義した方法 Aで規定したその材料の荷重たわみ温度を超えてはならない。 

4.15及び 12.7の要求に適用するため，次の備考が参考になる。 

備考1. 12.7の取付部とは，取付面への部品の取付部と，照明器具の取付部の両方を意味する。 

2. 12.7の外郭部とは，照明器具の外側表面を意味する。 

3. 12.7の要求に従い，外郭部品の測定は，この規格の第 8章で要求しているように，部品と照

明器具の取付けに用いるこれらの部品や，充電部に接触する事故に対して保護壁を設けてい

る部品に制限している。 

4. 試験が要求される合成樹脂材料の最も温度の高い部分を，測定する。この部分は，外郭表面

ではなく，器具の内側表面であることがしばしばである。 

5. 12.7 で規定された材料の温度限界は，機械的負荷をかけたときとかけないときの両方の材料

で行う。 

6. 12.7の適用は，4.15の要求と合わせて読まなければならない。 

13. 

第 13章 耐熱性，耐火性及び耐トラッキング性 

13.1 総則 この章は，照明器具の絶縁材料からなる特定の部品の耐熱性・耐火性及び耐トラッキング性

についての要求事項及び試験を規定する。 

プリント配線基板については，IEC 60249の要求事項を参照することが望ましい。 

13.2 耐熱性 感電保護用の外郭を構成する絶縁物及び導電部又は安全特別低電圧部を所定位置に保持す

る絶縁物は十分な耐熱性をもたなければならない。 

ボールプレッシャ試験は，付加絶縁を備えた照明器具の合成樹脂部分には適用する必要はない。 

13.2.1 合否は，次の試験で判定する。 

この試験は，磁器材料の部分及び電線の絶縁物については行わない。 

この試験は，第 12章の温度試験（通常動作）で決定した当該部品の動作温度に（25 ℃±5 ℃）を加え

た温度の加熱槽の中で行う。ただし，導電部又は安全特別低電圧部を正しい位置に保持する部品を試験す

るときは，この温度は 125 ℃以上でなければならない。その他の部品については 75 ℃以上でなければな

らない。 

供試部品の表面を水平に置き，直径 5 mmの鋼球を使い，その表面を 20 Nの力で押圧する。この試験に

適切な装置を図 10に示す。もし，試験中に表面が湾曲する場合は，鋼球を押圧する部分を支える。 

1時間後に供試品から鋼球を取り除き，供試品を 10秒間冷水中に浸して冷やす。くぼみの直径は，2 mm

を超えてはならない。 

13.3 耐炎性及び耐着火性試験 充電部又は安全特別低電圧部を所定位置に保持する絶縁物及び感電に対

し保護をする絶縁物の外郭を構成する部分は，耐炎性及び耐着火性をもたなければならない。 

磁器以外の材料は，13.3.1又は 13.3.2の試験で判定する。 

13.3.1 充電部を所定の位置に保持する絶縁物は，次の試験に耐えなければならない。 
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試験する部品は，JIS C 60695-2-2のニードルフレーム試験を行う。試験炎を供試品の最も高い温度と思

われる部分に 10秒間当てる。 

なお，必要なら第 12章の温度試験中に最高温度部を測定する。 

試験炎を取り除いた後，燃焼継続時間が 30秒を超えてはならない。さらに，供試品からの燃焼滴下で，

下方にある部品及び供試品から 200 mm±5 mm下に広げた JIS P 0001の 6228に規定された包装用ティシ

ュに着火してはならない。 

この項目は，燃焼滴下に対する適切な隔壁を備えた照明器具の場合には，適用しない。 

13.3.2 充電部を所定の位置に保持する役目をしておらず，電撃に対し保護する役目をする絶縁物及び安全

特別低電圧部を所定の位置に保持する絶縁物は，次の試験に耐えなければならない。 

部品は，650 ℃の赤熱したニッケルクロム線を用いて試験する。試験装置，試験手順は，JIS C 60695-2-10

による。 

供試品の発炎又は赤熱は，赤熱棒を取り除いてから，30秒以内に消えなければならない。燃焼滴下又は

溶融滴下で供試品の 200 mm±5 mm下方に水平に広げた一重の JIS P 0001の 6228に規定された包装用テ

ィシュに着火してはならない。 

この項は，溶融滴下に対する適切な隔壁が照明器具に設けている場合及び絶縁物が磁器の場合は，適用

しない。 

13.4 耐トラッキング性 普通形照明器具以外の照明器具で，充電部又は安全特別低電圧部を，所定位置

に保持する絶縁物又は充電部に接触する絶縁物は，もし，それらが防じん・防湿構造で保護されていない

なら，耐トラッキング性材料でなければならない。 

13.4.1 磁器以外の材料は，IEC 60112に適合する耐トラッキング性試験を次の方法で，供試品の 3か所で

行い，合否を判定する。 

a) 供試品に最低 15 mm×15 mmの平滑な表面がない場合，試験中供試品から滴下する溶液がこぼれなけ

れば，これより小さい平滑面で試験を行ってもよい。ただし，表面に溶液を残すために人為的方法を

とってはならない。試験が疑わしい場合は，同一工程で製作した規定寸法の同一材料の別の供試品で

試験を行ってもよい。 

b) 供試品の厚さが 3 mmに満たない場合は，少なくても 3 mm以上の厚さを得るために 2枚以上の試験

片を重ねなければならない。 

c) 試験は，供試品上の 3か所又は 3個の供試品で行う。 

d) 電極は白金を使用する。また，IEC 60112の 7.3に示す試験溶液 Aを用いる。 

13.4.2 供試品は，PTI175の試験電圧で 50滴まで破壊することなく耐えなければならない。 

次の場合は，破壊が起こったものとする。 

a) 供試品表面の電極間の導電路を 0.5 A又はそれ以上の電流が最低 2秒間流れて過電流継電器が動作し

た場合。 

b) 過電流継電器が作動せずに供試品が発炎した場合。 

腐食の測定に関する IEC 60112の 2は，適用しない。 

表面処理に関する IEC 60112の 5の備考 3は，適用しない。 

14. 

第 14章 ねじ端子 

14.1 総則 この章は，照明器具に組み込むねじ式端子のすべてのタイプに対する要求事項に対して規定

する。 
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ねじ端子の例を，図 12～16に示す。 

14.2 定義  

14.2.1 ピラー端子（pillar terminal） 導体を穴又は空洞に挿入して，ねじ又はねじ軸部の下で挟持する

端子。挟持圧力は，ねじ軸部で直接加えるか，又はねじ軸部で加える圧力を中間挟持部材を介して加える。 

ピラー端子の例を，図 12に示す。 

14.2.2 ねじ端子（screw terminal） 導体をねじの頭部で締め付ける端子。締付け圧力は，ねじ頭部で直

接加えるか，座金，締付板又は導体の広がりを防止する案内具のような中間部材を介して加えられる。 

ねじ端子の例を，図 13に示す。 

14.2.3 スタッド端子（stud terminal） 導体をナット下部で締め付ける端子。締付け圧力は，適切な形の

ナットで直接加えるか，座金，締付板又は導体の広がりを防止する案内具のような中間部材を介して加え

られる。 

スタッド端子の例を，図 13に示す。 

14.2.4 サドル端子（saddle terminal） 導体を，2個以上のねじ又はナットでサドルの下で締め付ける端子。 

サドル端子の例を，図 14に示す。 

14.2.5 ラグ端子（lug terminal） ケーブルラグ又はバーをねじ端子又はナットで締め付けるようにした

ねじ端子又はスタッド端子。 

ラグ端子の例を，図 15に示す。 

14.2.6 マントル端子（mantle terminal） 導体を溝の底に締め付ける端子で，ナットの場合は，適切な形

状の座金で締め付ける。袋ナットの場合は，中央の栓状部，又はナットから溝内の導体に圧力を伝えるの

に同等の効果をもつ方法で締め付ける。 

マントル端子の例を，図 16に示す。 

14.3 一般的要求事項及び基本的原則  

14.3.1 これらの要求事項は，ケーブル及び可とうコードの銅線導体を締め付けだけで接続する通電電流が

63A以下の，ねじ締め式端子に適用する。 

端子の号数に関する要求事項は，号数を表示する端子にだけ適用する。 

これらの要求事項は，図 12～16に示すタイプ以外の端子の適用を除外するものではない。 

14.3.2 端子には種々の設計と形状のものがある。次に掲げるものは，その一例である。 

a) 導体をねじの頭部で直接又は間接的に締め付ける端子。 

b) 導体をナットで直接又は間接的に締め付ける端子。 

c) ケーブルラグ又はバー専用の端子。 

これらの要求事項の基準となる基本的原則は，14.3.2.1～14.3.2.3に規定する。 

14.3.2.1 端子は，一本だけの導体の接続を行うのが基本であるが，個々の端子に広範な導体の締め付けを

するために，端子設計上の最大断面積より小さくて，同じ公称断面積をもつ 2本の導体を締め付けできる

ようにしてもよい。 

あるタイプの端子，特にピラー端子及びマントル端子は，同一又は異なった公称断面積（又は導体構成）

の 2本以上の導体を接続しなければならないときの送り配線用に使用してもよい。 

このような場合には，この規格に規定した端子の呼び号数は適用できないことがある。 

14.3.2.2 一般に，端子は導体に特別の前処理をしないで，ケーブル又はコードを接続できるものである。

しかし，ケーブルラグによる接続又はバーへの接続の場合には，前処理を行う。 

14.3.2.3 端子の号数による分類は，端子に接続できる導体の公称断面積に基づいて採用されている。 
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なお，この規定は，端子に号数表示をしたものに適用する。 

この分類に従って，表 14.1に示した公称断面積の範囲の大きさの導体を接続することができる。 

表 14.1に示したように，1 か所を除いて，導体の大きさは，端子の号数が 1号上がるごとの各範囲で 1

段階ずつ大きくなる。 

各端子当たりの公称断面積及び各端子に接続できる導体の最大径を，表 14.1に示す。 

導体を適切な機械的及び電気的接続を確保するのに十分な圧力で締め付けられるならば，端子は規定範

囲の公称値よりも小さな導体に使用してもよい。 

表 14.1 端子の号数に対する導体の公称断面積 

可とう導体 硬い導体（単線又はより線） 端子号数 
公称断面積 

mm2 
最大の導体の径

mm 
公称断面積 

mm2 
最大の導体の径

mm 
0 (*) 0.5 0.75 1 1.45 － － － － 
1 (**) 0.75 1 1.5 1.73 0.75 1 1.5 1.45 
2 1 1.5 2.5 2.21 1 1.5 2.5 2.13 
3 1.5 2.5 4 2.84 1.5 2.5 4 2.72 
4 (***) 2.5 4 6 3.87 2.5 4 6 3.34 
5 2.5 4 6 4.19 4 6 10 4.32 
6 4 6 10 5.31 6 10 16 5.46 
7 6 10 16 6.81 10 16 25 6.83 

注* 硬い導体には不適切。断面積が 0.4 mm2の可とう導体にも使用できる（5.3.1参照）。 
** 導体の端末を折り曲げた場合は，断面積が 0.5 mm2の可とう導体にも使用できる。 
*** ある特殊な構造の 6 mm2の可とう導体には不適切。 

14.3.3 端子の号数を適用する端子は，表 14.2 に示す公称断面積の銅製導体の正しい接続ができなければ

ならない。端子の導体用の空間は，図 12～14又は図 16に示す該当する値以上でなければならない。 

これらの要求事項は，ラグ端子には適用しない。 

合否は，目視検査，測定及び表 14.2に規定した最小及び最大断面積の導体又は製造業者が指定した導体

を挿入することで判定する。 

表 14.2 最大電流に対する導体の公称断面積 

可とう導体 硬い導体（単線又はより線） 端子を流れ
る最大電流 

A 
公称断面積* 

mm2 
端子の号数 公称断面積* 

mm2 
端子の号数 

2  0.4   0 － － 
6  0.5 ～ 1 0  0.75 ～ 1.5 1 

10  0.75 ～ 1.5 1  1 ～ 2.5 2 
16  1 ～ 2.5 2  1.5 ～ 4 3 
20  1.5 ～ 4 3  1.5 ～ 4 3 
25  1.5 ～ 4 3  2.5 ～ 6 4 
32  2.5 ～ 6 4又は 5**  4 ～ 10 5 
40  4 ～ 10 6  6 ～ 16 6 
63  6 ～ 16 7  10 ～ 25 7 

注* この規格の他の要求事項を満たす場合は，IEC 60227又は IEC 60245に適合しないケーブル又は可とうコ
ードで照明器具の構成部品間を接続するのに使用する端子には適用しない。 

** 4号端子は，ある特殊な構造の 6 mm2可とう導体には不適切である。この場合は，5号端子を使用する。

14.3.4 端子は，導体の接続が確実に行えるものでなければならない。 

合否は，14.4に規定したすべての試験を実施することで判定する。 
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14.4 機械的試験  

14.4.1 端子の号数を適用するピラー端子に対しては，導体を奥まで挿入したとき，導体の端部と締付けね

じとの間の距離は，図 12に示す値以上でなければならない。 

締付けねじと導体端部との間の最小距離については，導体が貫通しないピラ一端子だけに適用する。 

端子の号数を表示するマントル端子に対しては，導体を奥まで挿入したとき，導体の端部と固定部分と

の間の距離は，図 16に示す値以上でなければならない。 

合否は，表 14.2に示す最大断面積の単線を奥まで挿入して十分締め付けた後，測定し，判定する。 

14.4.2 端子は，締付けねじ又は締付けナットを締め付けているときに，単線及びより線の素線のいずれも

が滑り出さないように設計又は配置していなければならない。 

この要求事項は，ラグ端子には適用しない。 

外部配線を永久に接続して単独で使用する定着灯器具で，この要求事項は，単線又は硬いより線を使用

した場合だけ適用する。試験は硬いより線を用いて行う。 

合否は，次の試験で判定する。 

端子の号数を適用する端子には，表 14.3に示す構成の導体，その他の端子は指定された電線の標準導体

を取り付けて試験をする。 

表 14.3 導体の構成 

素線数と素線の公称径（n×mm） 端子の号数 
可とう導体 硬くて曲がらないより導体 

0 32×0.20 － 
1 30×0.25 7×0.50 
2 50×0.25 7×0.67 
3 56×0.30 7×0.85 
4 84×0.30 7×1.04 
5 84×0.30 7×1.35 
6 80×0.40 7×1.70 
7 126×0.40 7×2.14 

端子は，挿入する前に，硬い導体の素線は，まっすぐ伸ばす。また，可とう導体は約 20 mmの長さで一

回転の一様なねじりになるように一方向にねじる。 

素線が最もはみ出しやすい位置で，規定した最小距離まで，又は規定のない場合には端子の挿入側の反

対側から導体がちょうど突き出るまで，導体を端子に挿入する。その後に，表 14.4の該当する欄に示す値

の 2/3のトルクで締め付ける。 

可とう導体に対しては，前とは反対方向にねじった新しい導体で，試験を繰り返す。 

試験後，締付部と保持部の間のすきまから素線がはみ出てはならない。 

14.4.3 端子の号数を適用する 5号以下の端子は，前処理をしなくても導体の接続ができなければならない。 

合否の判定は，目視検査で判定する。 

備考 “前処理”とは，導体素線のはんだあげ，ケーブルラグの使用，環を作ることなどを含む。し

かし，端子に導体を挿入するために導体を整形すること，又は端末をまとめるためにより線導

体をねじることは含まない。 

はんだを加えないで可とう導体のすずめっき素線を加熱でひとまとめにすることは，“前処

理”とはみなさない。 

14.4.4 端子は，十分な機械的強度をもたなければならない。 
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導体を締め付けるねじ及びナットは，ISO ねじでなければならない。外部配線用の端子は，他の構成部

品の固定に用いてはならない。しかし，外部配線接続のときに内部配線が外れないようになっている場合

は，外部配線用端子に内部配線を締め付けてもよい。 

ねじは，亜鉛又はアルミニウムのように柔らかく，経時変形しやすい金属であってはならない。 

合否は，目視検査と 14.3.3，14.4.6，14.4.7及び 14.4.8の試験で判定する。 

14.4.5 端子は，耐食性をもたなければならない。 

合否は，第 4章に規定された腐食試験で判定する。 

14.4.6 端子は，照明器具，端子台又はその他の所定位置に固定されていなければならない。 

端子の締付けねじ又はナットを締めたり緩めるとき，端子が動いたり内部配線に力が加わってはならな

い。また，沿面距離及び空間距離が第 11章に規定した値以下になってはならない。 

この要求事項は，端子が回転又は移動しないように設計することを意味するものではないが，この規格

への適合を確実にするようにいかなる動きも十分制限しなければならない。 

通常の使用状態で封止用コンパウンド又は樹脂に力が加わらず，また，第 12章に規定した最も厳しい条

件の下での端子の温度で封止用コンパウンド又は樹脂の効果が低下しないならば，封止用コンパウンド又

は樹脂で覆うことは，緩みを防止するのに十分である。 

合否は，目視検査測定及び次に示す試験で判定する。 

表 14.2 に示す最大断面積又は製造事業者が指定した最大断面積の硬い銅製の導体を端子に取り付ける。

ねじ及びナットを，トルク試験用ねじ回し又はレンチで締め付け，緩める操作を 5回行う。締め付けると

きは，表 14.4 の該当欄に示す値又は端子に号数を表示するものでは図 12～16 の該当欄に示す値のいずれ

か大きい方の値に等しいトルクを加える。 

導体は，ねじ又はナットを緩めるごとに取り外す。 

I の欄は，締め付けたとき孔からねじが突き出さない頭のないねじ，及びねじ径より幅の広い刃のねじ

回しでは締め付けることができないねじに適用する。 

Ⅱの欄は，ねじ回しで締め付ける袋ナット付きマントル端子に適用する。 

Ⅲの欄は，ねじ回しで締め付けるその他のねじに適用する。 

Ⅳの欄は，ねじ回し以外で締め付けるねじ及びマントル端子のナットに適用する。 

Ⅴの欄は，ねじ回し以外のもので締め付けるマントル端子のナットに適用する。 

表 14.4 ねじ及びナットに加えるトルク 

トルク N･m 公称ねじ径 
mm Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

 2.8以下 0.2 － 0.4 0.4 － 
2.8を超え 3.0以下 0.25 － 0.5 0.5 － 
3.0を超え 3.2以下 0.3 － 0.6 0.6 － 
3.2を超え 3.6以下 0.4 － 0.8 0.8 － 
3.6を超え 4.1以下 0.7 1.2 1.2 1.2 1.2 
4.1を超え 4.7以下 0.8 1.2 1.8 1.8 1.8 
4.7を超え 5.3以下 0.8 1.4 2.0 2.0 2.0 
5.5を超え 6.0以下 － 1.8 2.5 3.0 3.0 
6.0を超え 8.0以下 － 2.5 3.5 6.0 4.0 
8.0を超え 10.0以下 － 3.5 4.0 10.0 6.0 

10.0を超え 12.0以下 － 4.0 － － 8.0 
12.0を超え 15.0以下 － 5.0 － － 10.0 
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ねじ回しで締め付ける六角頭をもったねじで，Ⅲ欄とⅣ欄との値が異なる場合は，2 回試験を行う。最

初はⅣ欄に示すトルクを六角頭に加え，次に別供試品にねじ回しでⅢ欄に示すトルクを加える。もしⅢ欄

とⅣ欄との値が同一の場合は，ねじ回しによる試験だけで行う。 

試験の間に，端子に緩みを生じることなく，端子の接続使用を阻害するねじの破損，頭部の溝，ねじ山，

座金又はあぶみ形押さえ金具（スタラップ：Stirrup）の損傷があってはならない。 

備考 マントル端子の場合，ねじの呼び径の区別立ては，溝付きスタッドの呼び径による。 

試験用ねじ回しの刃の形状は，試料ねじの頭部に適合するものでなければならない。 

ねじ又はナットは急激に締め付けてはならない。 

14.4.7 端子は，導体を金属面の間に確実に締め付けできるものでなければならない。 

ラグ端子及び圧着端子による接続を意図した端子については，ばね座金又はこれと同等の効果をもつ緩

み止め方法を設け，締付部の表面は平滑でなければならない。 

マントル端子は，確実な接続ができるように導体空間の底部は，少し丸められていなければならない。 

合否は，目視検査及び圧着端子による接続を意図した端子以外の端子は，次の試験で判定する。 

端子に表14.2に示す最小及び最大断面積又は製造業者が指定した断面積の硬くて曲がらない導体を挿入

し，表 14.4の該当欄に示す値の 2/3に等しいトルクで端子ねじを締め付ける。 

ねじが溝付き六角頭の場合は，表 14.4のⅢ欄に示す値の 2/3に等しいトルクで締め付ける。 

端子の号数を表示するものは，表 14.5に示す引張力を，適合電線を表示するものは，表 14.5Aに示す引

張力を，導体 1本ごとに軸方向に 1分間徐々に加える。 

表 14.5 導体に加える引張力 

端子の号数 0 1 2 3 4 5 6 7 
引張力 N 30 40 50 50 60 80 90 100 

表 14.5A 導体に加える引張力 

適合電線の 
断面積 

1.0 mm2 
以下 

1.0 mm2 
を超え 
1.5 mm2 
以下 

1.5 mm2 
を超え 
2.5 mm2 
以下 

2.5 mm2 
を超え 
4 mm2 
以下 

4 mm2 
を超え 
6 mm2 
以下 

6 mm2 
を超え 
10 mm2 
以下 

10 mm2 
を超え 
16 mm2 
以下 

16 mm2 
を超え 
25 mm2 
以下 

引張荷重 N 35 40 50 60 80 90 100 135 

試験中に，端子に対して導体が著しく動いてはならない。 

14.4.8 端子は，導体に著しい損傷を与えることなく導体を締め付けることができるものでなければならな

い。 

合否は，表 14.2に示す最小及び最大断面積又は製造業者が指定した断面積の導体を 1回締め付けて緩め

た後，導体の目視検査による検査で判定する。 

なお，導体の締付けトルクは，表 14.4に示す値の 2/3の値とする。 

ねじが溝付き六角頭の場合は，表 14.4の IV欄に示す値の 2/3に等しいトルクを加える。 

備考 導体に深い切込み又は鋭いへこみが認められた場合は，導体が著しく損傷されているものとみ

なす。 

15. 

第 15章 ねじなし端子及び電気接続 

15.1 総則 この章では，照明器具の内部配線及び外部配線の接続に用いられる 2.5 mm2以下の単線，又は

より線の銅の導体に対する，ねじを使わないすべての端子と，電気接続の要求事項について規定する。 
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ねじなし端子及び電気接続の例を，図 17～19に示す。 

なお，IEC 61210では，更に多くのねじなし端子及び電気接続例を記載している。 

15.2 定義  

15.2.1 ねじなし端子（screwless terminals） ねじ以外の機械的手段で電気回路の接続を行う部品。 

15.2.2 解除のできない接続（permanent connections） 同じ導体で一度だけ接続するよう設計した接続（例

えば，ワイヤ巻付け圧着接続）。 

15.2.3 解除のできる接続（non-permanent connections） 端末処理導線又は導体を，数回にわたり，接続

したり接続を外したりできる接続（例えば，丸形又は平形差込み片及び接続端子，ある種のばね式の端子）。 

15.2.4 端末処理導線（lead assemblies） 通常解除できない接続で補助部品を取り付けられた導体。 

15.2.5 未処理導体（non-prepared conductors） 前処理がなされていないか，又は補助部品のついていな

い導体。ただし，絶縁被覆をはがし，導体を露出させることができる。 

備考 “前処理”とは，ケーブルラグ及び平形差し込み片と受金の使用，端末環の作成，より線のは

んだあげなどすべてを含む。しかし，端子に導入するために導線の形を整えさせたり，端末を

まとめるためにより線をねじることは除く。はんだなしで，すずめっきより線を熱処理して接

着することは，“前処理”とはいわない。 

15.2.6 試験電流（test current） 製造業者が，端子又は接続に対して指定する電流。しかし，端子が端子

台などの構成部品の一部である場合は，構成部品の定格電流でなければならない。 

15.3 一般的要求事項  

15.3.1 電流を流すための端子又は接続の部分は，次の材料のいずれかでなければならない。 

a) 銅。 

b) 冷間使用の部品については，少なくとも 58 ％の銅を含む合金，その他部品については，少なくとも

50 ％の銅を含む合金。 

c) 耐食性が銅と同等以上で，機械的特性も同等以上であるその他の金属。 

15.3.2 端子及び接続は，導体に著しい損傷を与えることなく，十分な圧力で導線を締め付けなければなら

ない。基準は，次による。 

a) 導体は，二つの金属表面の間で締め付けなければならない。定格電流 2 A以下の回路で，15.3.5の要

求事項に適合する場合は，一方だけ非金属面であってもよい。 

b) 絶縁物を貫通する端子は，安全特別低電圧（SELV）回路照明器具か，その他の照明器具の恒久的に再

配線できない端子として使用する場合にだけ使用してもよい。 

備考 深い，又は鋭いぎざぎざのきずを認める場合は，導体は，著しく損傷したとみなす。 

15.3.3 導体を端子に十分に挿入したときに，導体の先端は，ストッパで差込みすぎとならないような端子

構造にしなければならない。 

15.3.4 端末処理導線用以外の端子は，“未処理導体”を接続できなければならない（15.2.5参照）。 

15.3.2，15.3.3及び 15.3.4の要求事項に対する合否判定は，適切な導体を接続して，15.6.2又は 15.9.2の

加熱試験後，端子又は接続を目視検査で行う。 

15.3.5 電気的接続は，良好な導電性を得るのに不可欠な圧力が，絶縁物を介して加わってはならない。磁

器，純マイカ又は同等以上の特性をもつ絶縁材料は，介在させてもよい。 

絶縁材料のどのような収縮も，金属部品の十分な弾性で補償できるものは，この限りではない（図 17，

図 18参照）。 
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15.3.6 ばね式の解除のできるねじなし端子は，導体の接続の方法及び導体の解除の方法が明りょうでなけ

ればならない。 

導体の解除は，導体を引っ張る方法ではなく，手か簡単な補助具又は一般的な工具による操作で解除で

きる構造でなければならない。 

15.3.7 ばねによる締付けで，数本の導体を接続する端子は，各導線を独立して締め付けなければならない。 

解放できる端子は，導体を一括又は個々に取り外しできなければならない。 

15.3.8 端子は，適切な方法で，照明器具又は端子台に固定するか，所定の位置に別な方法で固定されてい

なければならない。また，これらの固定は，導体を挿入したり，引き抜くときに緩んではいけない。 

合否は，目視検査で行うが，疑わしい場合は，15.5，又は 15.8による機械的強度試験で判定する。試験

中に，端子が緩んだり，再使用できないような損傷があってはならない。 

上記の事項は，照明器具に組み込んだ端子及び照明器具とは別置する端子についても適用する。適切な

方法で固定しないで，封止用コンパウンドで単に覆っただけでは，不十分とみなす。 

通常の使用でねじりを受けない端子は，自己硬化樹脂で固定してもよい。 

15.3.9 端子及び接続器は，通常使用で起こる機械的，電気的及び熱的応力に耐えなければならない。 

合否は，該当する 15.5，15.6，15.8又は 15.9の試験で判定する。 

15.3.10 固定配線への接続及び使用者による交換を意図したものにあっては，製造業者は，端子の適用導

体径及び電線種別，例えば，単線用とか，より線用などと明示しなければならない。 

15.4 試験に対する一般的表示  

15.4.1 試料の準備 第 9章の“じんあい，水気の侵入に対する試験”が必要な場合には，照明器具に組み

込む前に端子又は接続の試験を行う。 

15.4.2 試験用導体 試験には，製造業者指定の電線種別及び寸法の銅の導体を使用する。導体の寸法の範

囲がある場合は，最小と最大のものを用いて試験を行う。 

15.4.3 多導体接続用端子 数本の導体を接続できるねじなし端子は，製造業者が供給するデータに示す導

体数で試験を行う。 

15.4.4 多極端子 例えば，安定器の端子台のような，1グループの端子の中の各端子又は一つの形式の端

子は，各々を別々の供試品として扱ってもよい。 

15.4.5 試料数 15.5～15.8 の試験は，4 個の端子（又は接続）に対して実施するが，少なくとも 3 個は，

規定に合格しなければならない。もし，1 個が不合格の場合は，更に 4 個の端子を試験し，すべてが合格

しなければならない。 

15.9の試験は，10個の端子に対して実施する。 

内部配線用端子及び接続 

15.5 機械的強度試験 端子及び接続は，十分な機械的強度をもたなければならない。 

合否は，15.5.1及び 15.5.2の試験で行う。 

15.5.1 解除のできる接続 端子又は接続の機械的強度は，4個を一組の端子として判定する。照明器具に

組み込むすべての端子の仕様が異なっているならば，各仕様ごとに，4個を一組の端子として試験する。 

この試験は，使用者が使用前に接続する端子にだけ適用する。 

15.5.1.1 ばね式端子については（図 18 参照），製造業者指定の寸法の単銅線を用いて試験を行う。指定

寸法に範囲がある場合は，最大，最小寸法のもので試験を行う。4 個のうち 2 個については，最小断面積

の導体を用い，残り 2個については最大断面積の導体を用いて試験を行う。各端子に対して，5回の接続，

解除操作を行う。 
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最初 4回の接続操作は，各操作の都度新しい導体を使い，5回目の接続は，4回目に使用した導体を使用

し，同じ場所に接続する。接続の際は，導体が止まるまで十分に端子に差し込む。 

より線用端子の場合，硬質のより線で，更に試験を行う。しかし，もし導体の寸法に範囲を指定してい

る場合は，最小及び最大断面積のものを用いて試験を行う。各導体は，単線による試験に使用したものに

相当する端子について，1回の接続，解除の試験に使われる。 

最終接続後，各導体に対して 4 Nの引張試験を行う。 

15.5.1.2 丸形又は平形差込み片の接続には，4 Nの引張試験を行う。 

引張力は，導体又は端末処理導線の挿入に加える方向と反対の方向に 1分間徐々に加える。 

試験中，導体又は端末処理導線は，端子から動いてはならない。端子及び導体又は端末処理導線とも再

使用を損なうような損傷があってはならない。 

導体又は端末処理導線に対する挿入のための最大力は，50 Nを超えてはならない。丸形又は平形差込み

片と受金方式との接続の場合は，接続を外すための力が，50 Nを超えてはならない。 

15.5.2 解除できない接続 導体の差込みの場合と反対の方向に，1 分間 20 N の引張力を加えても，接続

は完全に機能を果たしていなければならない。 

力を正確に加えるため場合によっては，ある特殊な工具を使用してもよい（例：ワイヤ巻付端子の場合）。 

多導体用端子は，各端子に順次上記の力を加えて試験する。 

15.6 電気的試験 端子及び接続は，十分な電気的性能をもたなければならない。 

合否の判定は，15.6.1及び 15.6.2の試験で行う。 

15.6.1 接触抵抗試験 端子（又は接続）の電気的性能は，4 個を一組として判定する。照明器具に組み込

むすべての端子の仕様が異なっている場合は，各仕様ごとに 4 個を一組として試験する。 

15.6.1.1 ばね式端子については，15.6.1.3による試験を 4本の裸単銅線で行う。 

適合電線の寸法などの範囲を指定している場合は，2 個の端子には最小断面積，残りの 2 個については

最大断面積の導体を用いて試験をする。 

15.6.1.2 丸形又は平形差込み片及び受金方式の端子は 15.6.1.3の試験を，端末処理導線を用いて行う。 

15.6.1.3 導体を端子に接続し試験電流（直流又は交流）を流し，1時間後に試験電流を通電したままで電

圧降下を測定する。測定点は，可能な限り電圧降下を測るべき接触点の近くとする。電圧降下値は，15 mV

を超えてはならない。 

各々の接続点又は接触部分の電圧降下は，別々に分けて扱う。例えば，受金と導体との接続は，丸形差

込み片と接続端子の接触とは別なものとして扱う。 

二つの接続が分離できない場合は，電圧降下は一組として測定し，この項の値の 2倍の電圧値を超えて

はならない。 

15.6.2 加熱試験  

15.6.2.1 定格電流 6 A 以下の端子（又は接続）は，通電せずに 25 サイクルのエージング試験を行う。T

マーク表示を行った構成部品は，T ℃±5 ℃又は 100 ℃±5 ℃のいずれか高い温度で，また，t マーク表

示を行った構成部品は t ℃±5 ℃で 30分間，次に 15～30 ℃の冷却を行い 1サイクルとする。定格電流が

6 Aを超える端子（又は接続）は，通電せずに 100サイクルのエージング試験を行う。 

備考 温度 T及び t は，ソケットのような T 又は t マーク付き構成部品に表示した最高定格温度であ

る。 

15.6.2.2 次の内容で，各端子の電圧降下を再度測定する。 

a) 定格電流 6 A以下の端子は，10サイクル後と 25サイクル後 
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b) 定格電流が 6 Aを超える端子は，50サイクル後と 100サイクル後 

a）及び b）の条件下で測定した電圧降下が，すべての端子につき 15.6.1で測定した同一端子の電圧降下

の値の 50 ％増以下であるか，又は電圧降下の増加が 2 mV未満であれば，この端子は要求事項に適合する。 

一つの端子でも，22.5 mVを超えるとすべての端子を不適合とする。 

一つの端子の a）又は b）での電圧降下が 15.6.1での同一端子測定値の 50 ％超の増加であっても，その

増加分が 2 mV以上であり，かつ，22.5 mVを超えていない場合には，新たに 4個の端子について通電せず

に，その定格電流に従い 25サイクル又は 100サイクルのエージング試験を行う。 

10サイクル後及び 25サイクル後又は 50サイクル後及び 100サイクル後に定格電流による電圧降下を測

定する。このとき，いずれの端子も電圧降下が 22.5 mVを超えてはならない。 

2 個の接続が分離できない場合，全電圧降下は，一組として測定し，この項の 2 倍の電圧値を超えては

ならない。 

15.6.2.3 端子が絶縁材の表面に導体を締め付けるように設計している場合は，これらの温度テスト中に，

この表面が変形してはならない。 

合否は，目視検査で判定する。 

外部配線用端子及び接続 

15.7 導体 ばね式端子は，表 15.1に示す公称断面積又は製造業者が指定した公称断面積の，硬い導体の

単線又はより線の接続ができなければならない。 

表 15.1 導体定格 

端子の最大定格電流（A） 導体公称断面積（mm2） 

 6 0.5を超え 1  以下 

10 1  を超え 1.5以下 

16 1.5を超え 2.5以下 

備考 一部の国では，通常，端子はサイズ名で示す。例えば，サイズ 0は 6 A定格である。構成部品

の定格が端子の容量よりも小さい場合は，構成部品の定格を用いる。 

合否は，目視検査，測定及び最小・最大公称断面積又は製造業者が指定した公称断面積の導体を取り付

けることで判定する。 

15.8 機械的強度試験 端子及び接続は，十分な機械的強度をもたなければならない。 

合否は，15.8.1及び 15.8.2の試験で行う。試験は，1端子当たり 4個の供試品で行う。 

15.8.1 ばね式端子については，15.7の最大断面積及び最小断面積又は製造業者が指定した公称断面積の単

銅線で試験を行う。各端子で，これらの銅線を最大径の次に最小径と交互に各 5回の接続，解除操作を行

う。照明器具に組み込む端子がすべて同一仕様でない場合は，各仕様の端子について試験を行う。 

最初の 4回の接続は，その都度新しい導体を使用する。5回目の接続は，4回目に使用した導体を使用し，

同じ場所に接続する。各接続の際は，導体が止まるまで十分に端子に差し込む。 

端子が，より線にも適合することを製造業者が明示している場合は（15.3.10参照），2本の硬質の銅より

線で追加試験を行う。1本は，15.7に示す最大公称断面積の導線で，1本は，最小公称断面積のものとする。

これらの導線を用い 1回の接続，解除操作を行う。 

最後に接続した後に，各導線は，表 15.2による引張試験を行う。 

15.8.2 丸形又は平形差込み片と受金との接続も，表 15.2による引張試験を行う。 
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表 15.2 導体引張力 

引張力（N） 最大定格電流（A） 

ばね接続式 
及び溶接接続 

丸形又は平形差込片と
受金との接続式 

 6 20 8 
10 30 15 
16 30 15 
20 30 15 

備考 構成部品の定格が端子の容量以下の場合は，構成部品の定格を用いる。 

引張力は，導体又は端末処理導線の挿入に加える方向と反対の方向に 1分間徐々に加える。 

試験中，導線及び端末処理導線は，端子から抜け出してはならない。端子及び導体又は端末処理導線と

も再使用を損なうような損傷があってはならない。 

15.9 電気的試験 端子及び接続は，十分な電気的性能をもたなければならない。 

合否の判定は，15.9.1及び 15.9.2の試験で行う。 

15.9.1 接触抵抗試験 端子（又は接続）の電気的性能は，10 個を一組として試験する。照明器具に組み

込まれたすべての端子が同一仕様でない場合は，各仕様ごとに 10個を一組として試験する。 

15.9.1.1 ばね式端子は，15.9.1.3による試験を 10本の裸単銅線で行う。 

15.7に規定した最大公称断面積の 5本の導体を，正規の状態で各端子ごとに接続する。15.7の最小公称

断面積の導体 5本を，残りの端子に接続する。 

15.9.1.2 丸形又は平形差込み片と受金方式は，15.9.1.3による試験を，端末処理導線を用いて行う。 

15.9.1.3 導体を端子に接続し試験電流（直流又は交流）を流し，1時間後に試験電流を通電したままで電

圧降下を測定する。測定点は，可能な限り電圧降下を測るべき接触点に近くする。 

電圧降下値は，15 mVを超えてはならない。 

2 個の接続が分離できない場合は，電圧降下は一組として測定し，この項の値の 2 倍の電圧値を超えて

はならない。 

15.9.2 加熱試験 端子（又は接続）の温度性能は，15.9.1の試験に供した試料で行う。 

15.9.2.1 周囲温度にまで冷却した後，各導体は，15.7に示す最大断面積の新しい裸単銅線に置き替え，各々

の端末処理導線は，新しい適切な端末処理導線に置き替え，その端子又はその接続の適切な部分に 5回の

接続，解除動作を行う。 

試験後，導体は，新しい裸導体に取り替える。 

15.9.2.2 導体を接続した端子に，電圧降下測定に十分な時間，試験電流（交流又は直流）を通電する。 

この項の測定及び 15.9.2.4の測定の結果は，15.9.1の要求事項を満足しなければならない。 

15.9.2.3 次に，定格電流 6 A以下の端子又は接続器は，通電せずに 25サイクルのエージング試験を行う。

T マーク表示を行った構成部品は，（T±5）℃又は（100±5）℃のいずれか高い温度で，また，t マーク表

示を行った構成部品は（t±5）℃で 30分間，次に 15～30 ℃の冷却を行い 1サイクルとする。定格電流が

6 Aを超える端子又は接続器は，通電せずに 100サイクルのエージング試験を行う。 

備考 温度 T及び t は，ソケットのような T マーク又は t マーク付き構成部品に表示した最高定格温

度である。 

15.9.2.4 次の a）及び b）の内容で，各端子の電圧降下を再度測定する。 

a) 定格電流 6 A以下の端子は，10サイクル後及び 25サイクル後 
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b) 定格電流が 6 Aを超える端子は，50サイクル後及び 100サイクル後 

a）及び b）の条件下で測定した電圧降下が，すべての端子につき 15.9.2.2 で測定した同一端子の電圧降

下の値の 50 ％増以下であるか，又は電圧降下の増加が 2 mV未満であれば，この端子は要求事項に適合す

る。 

一つの端子でも，22.5 mVを超えるとすべての端子を不合格とする。 

一つの端子の a）又は b）での電圧降下値が 15.9.2.2での同一端子測定値の 50 ％超の増加であっても，

その増加分が 2 mV以上であり，かつ，22.5 mVを超えていない場合には，新たに 10個の端子について通

電せずに，その定格電流に従い 25サイクル又は 100サイクルのエージング試験を行う。 

10サイクル後及び 25サイクル後又は 50サイクル後及び 100サイクル後（電流定格による。）に電圧降

下を測定する。 

このとき，1個の端子も電圧降下が 22.5 mVを超えてはならない。 

2 個の接続が分離できない場合，全電圧降下は，一組として測定し，この項の 2 倍の電圧値を超えては

ならない。 

15.9.2.5 端子が絶縁材の表面に導体を締め付けるように設計している場合は，これらの温度試験中に，こ

の表面が変形してはならない。 

合否は，目視検査で判定する。 
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電流 ………………………………………………………………………… A 

周波数 ……………………………………………………………………… Hz 

電圧 ………………………………………………………………………… V 

電力 ………………………………………………………………………… W 

交流電源 ……………………………………………………………………  

（JIS C 0617-2 No.02-02-04）  

直流電源 ……………………………………………………………………  

（JIS C 0617-2 No.02-02-03）  

直流及び交流電源 …………………………………………………………  

クラス II ……………………………………………………………………  
クラス III ……………………………………………………………………

 
定格最高周囲温度 ………………………………………………………… ta……℃ 

反射形ビーム電球を使用する照明器具に対する注意 ……………

 

     

照明面までの許容最小距離（m） ………………………………………  
可燃材料表面に直接取り付けが可能な照明器具 ……………………  
可燃材料表面に直接取り付けが不可能な照明器具 ………………… 

 
（不燃材料表面にだけ取付け可能）  

可燃材料表面に直付け又は埋込みで取り付ける照明器具で，その器 

具が断熱材で覆われる可能性があるもの ……………………………… 

［附属書 Dの a）に規定する試験方法によるもの］  

可燃材料表面に直付け又は埋込みで取り付ける照明器具で，その器 

具が断熱材で覆われる可能性があるもの ………………………………

［附属書 Dの d）に規定する試験方法によるもの］  

可燃材料表面に直付け又は埋込みで取り付ける照明器具で，その器 

具が断熱材で覆われる可能性があるもの …………………………… 

［附属書 Dの e）に規定する試験方法によるもの］ 
 

普通形 …………………………………………………………………… IP20 シンボルなし 

防滴形 …………………………………………………………………… IPX1  

防雨形 …………………………………………………………………… IPX3
 

図 1 シンボル 
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防まつ（沫）形 ……………………………………………………… IPX4 
 

暴噴流形 ……………………………………………………………… IPX5 
 

 暴噴流形………………………………………………………………… IPX6 シンボルなし 

耐防水形（防浸形） ………………………………………………… IPX7 
 

 耐防水圧形（水中形） ……………………………………………… IPX8 
 

2.5 mmを超える固形物に対する保護 ……………………………… IP3X シンボルなし 

 1 mmを超える固形物に対する保護 ………………………………… IP4X シンボルなし 

じんあい保護 ………………………………………………………… IP5X 
 

（枠なしの網）

耐じん ………………………………………………………………… IP6X
 

（枠付きの網）

照明器具内部に引込み接続する電線又は電源電線の耐熱性に （心線本数は任意）

関する要求温度 ………………………………………………………  
ボウルミラー電球用に設計した照明器具 ………………………… 

 
ラフサービス照明器具 ………………………………………………  
別置イグナイタを使用する高圧ナトリウムランプ用照明器具   
始動装置内蔵の高圧ナトリウムランプ用照明器具 ………………  
破損した保護シールド ……………………………………………… 

  

セルフシールド形ハロゲン電球専用器具…………………………… 
 

 
備考1. IP番号に相当するシンボルの表示は，任意である。 

2. セルフシールド形ハロゲン電球を示すシンボルのアーチ中のシンボルは，IEC 60417 のシート 61417-5012
による。 

3. すべてのシンボルは，IEC 80416-1に整合している。 

図 1 シンボル（続き） 
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単位 mm 

 

図 2 口出し線をもつ照明器具の取付け試験用端子台の配置 

 

図 3 （この図は削除された。） 

 

 

 

図 4 4.15の要求事項に関する説明図 
 

図 5 （この図は削除された。） 
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図 6 防じん試験装置 
 

 

 

注(1) 孔間隔は 50 mm 
 

照明器具の保護  

防雨 防まつ 

半振幅 ±60° ±180° 

孔のあいている範囲 ±60° ± 90° 

図 7 防雨，防まつ試験装置 
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単位 mm 

 

D′：9.2.6の試験の場合（IPX5）は 6.3 mm，9.2.7の試験の場合（IPX6）は 12.5 mm 

図 8 散水試験用ノズル（暴噴流試験） 
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(1) 巻線が故障した場合の取付面温度の限度値 
(2) 定格電圧の 1.1倍で異常動作させたときの取付面温度の限度値［12.6.1 a）を参照］ 
(3) 定格電圧の 1.1倍の測定点［12.6.1 b）を参照］ 
(6) 一つの測定点と 25 ℃の点を結ぶ直線を引き，その外挿線と 350 ℃の巻線温度との交点が取付面温度 180 ℃未満

であるので，適合した照明器具であることを示す。 
(7) 二つの測定点を通る点線を引き，その外挿線が 350 ℃の巻線温度に達する前に取付面温度 180 ℃を超えていると

き，その照明器具は，試験不合格とする。 
(8) 巻線が故障した場合の巻線温度の推定最高値 

図 9 巻線温度と取付面温度との関係 

 

 

 

図 10 ボールプレッシャー装置 
 

 

 

 

 




